
商
家
同
族
団
と
祖
先
祭
祀
・
事
業
経
営

長
野
県
小
諸
町
の

小

山
家
の
場
合

松
　
村

敏

一　
は
じ
め
に

二
　
小
山
家
の

構
成

と
商
業
活
動

三
　
小
山
家
の
同
族
結
合

四
　
各
商
家
経
営
の
展
開
と
同
族
団

五
　
製
糸
業
経
営
と
同
族
団

六
　
お
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に
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）
　
資
料
小
山
一
族
家
憲
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論

文
要
旨

　
本
稿
は
、
明
治
中
期
～
昭
和
初
期
に
お
け
る
長
野
県
小
諸
町
の
有
力
商
家
小
山
家
の
同

族
団
・
祖
先
祭
祀
・
事
業
経
営
の
実
態
と
相
互
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ

る
。

　
小
山

家
同
族
団
は
、
異
業
種
混
在
の
商
家
同
族
団
で
あ
り
、
各
経
営
は
祖
先
祭
祀
を
機

軸

と
す
る
同
族
団
の
合
議
の
下
で
展
開
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
同
族
団
は
、
本
分
家
の
主
従

関
係
が
強
固
な
同
族
結
合
で
は
な
か
っ
た
が
、
本
家
の
経
済
的
優
越
性
と
そ
れ
に
基
づ
く

分
家
の
扶
養
行
為
、
本
家
の
祖
先
祭
祀
司
祭
権
等
は
明
確
で
あ
っ
た
。
し
か
し
財
産
共
有

制
は
存
在
せ
ず
、
各
家
の
資
産
所
有
関
係
は
独
立
的
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
祖
先
祭
祀
の

た
め
の

共
有
積
立
金
（
総
有
的
資
産
）
を
蓄
積
し
、
こ
れ
は
同
族
の
事
業
経
営
の
一
部
に

も
運
用
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
本
家
当
主
が
創
設
し
た
製
糸
経
営
純
水
館
は
同
族
各
家
も
出
資
し
、
経
営
は
本

家
を
中
心
に
複
数
の
同
族
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
各
家
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
商
店

経
営
を

有
す

る
な
ど
、
同
族
が
総
力
を
あ
げ
て
一
つ
の
製
糸
経
営
に
取
り
組
む
体
制
に
は

な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
同
族
の
共
有
積
立
金
は
製
糸
経
営
の
多
額
の
資
金
需
要
に
は

と
て
も
対
応
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
同
族
資
本
・
同
族
結
合
の
あ
り
か
た
は
純
水
館

が
急
速
な
発
展
を
み
せ
な
か
っ
た
一
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　
ま
た
各
家
の
商
業
経
営
は
か
な
り
浮
沈
が
激
し
く
、
さ
ら
に
製
糸
経
営
は
投
機
的
性
格

を
持
た

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
傾
向
は
一
層
顕
著
に
な
っ
た
。
こ
の
点
で
は
小

山
家
は
近
代
に
お
け
る
関
東
・
東
山
蚕
糸
業
地
帯
の
中
小
資
本
を
構
成
す
る
同
族
団
の
一

つ
の

典
型
と
い
え
よ
う
。

　
そ

し
て
こ
の
同
族
団
は
、
大
正
後
期
以
降
の
不
況
・
恐
慌
、
そ
し
て
分
家
へ
の
過
重
な

援
助

な
ど
に
よ
っ
て
本
家
の
経
済
的
優
位
性
が
崩
れ
、
ま
た
本
家
当
主
の
政
界
進
出
に
よ

っ

て

同
族
結
合
の
軸
た
る
祖
先
祭
祀
の
イ
ベ
ン
ト
ま
で
厳
密
に
行
わ
れ
な
く
な
る
と
、
同

族
結
合
は

大
き
く
弛
緩
し
て
ゆ
き
、
親
睦
的
な
同
姓
集
団
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
。
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一
　
は
じ
め
に

　
従
来
、
日
本
資
本
主
義
の
形
成
・
発
展
過
程
に
お
い
て
同
族
組
織
な
い
し
同
族
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

が

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
財
閥
か
ら
中
小
企
業

ま
で
近
代
日
本
の
産
業
資
本
・
商
業
資
本
の
形
成
・
発
展
過
程
の
う
ち
に
は
、
な
ん

ら
か
の
形
の
同
族
結
合
を
媒
介
と
し
て
い
た
も
の
が
き
わ
め
て
多
か
っ
た
の
は
事
実

で
あ
る
。

　
財
閥
は
そ
も
そ
も
家
族
な
い
し
同
族
に
よ
る
出
資
と
大
規
模
な
多
角
的
事
業
経
営

に

よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
中
小
企
業
で
は
戦
前
ば
か
り
で
な

く
今
日
で
も
同
族
経
営
な
い
し
同
族
の
出
資
に
よ
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
総

じ
て
資
本
の
家
族
的
同
族
的
構
成
は
こ
と
に
資
本
主
義
形
成
期
に
顕
著
で
あ
っ
た
。

あ
る
い
は
ま
た
完
全
な
同
族
資
本
な
い
し
同
族
の
共
同
経
営
で
は
な
い
に
し
て
も
、

そ

の

背
後
に
同
族
団
の
存
在
が
あ
り
、
な
ん
ら
か
の
形
で
同
族
団
の
規
制
の
も
と
に

経
営
が
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
あ
る
場
合
に
は
個
人
に
よ
る
経
営
体
の
内
部
的
な
資
本
蓄

積
が
不
充
分
な
ま
ま
急
速
な
成
長
を
行
い
え
た
一
つ
の
要
因
と
な
り
、
株
式
会
社
形

態
に
よ
る
資
本
の
集
中
と
と
も
に
資
本
蓄
積
の
低
さ
を
補
う
（
ま
た
資
本
の
分
散
を

防
止
す
る
）
手
段
と
な
っ
た
し
、
保
険
制
度
が
充
分
で
な
く
破
綻
の
危
険
が
多
い
近

代
初
期
に
は
同
族
団
が
個
々
の
家
に
よ
る
事
業
経
営
を
支
え
、
ま
た
再
興
さ
せ
る
上

で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
場
合
も
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
同
族
団
（
同
族
結
合
）
と
事
業
経
営
、
あ
る
い
は
総

じ
て
経
済
的
過
程
と
の
関
連
を
問
題
に
し
た
研
究
は
、
財
閥
研
究
や
農
村
を
フ
ィ
ー

ル

ド
に
し
た
分
析
を
別
に
す
れ
ば
、
従
来
あ
ま
り
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で

以

下
、
明
治
～
昭
和
初
期
の
一
地
方
都
市
に
お
け
る
商
家
同
族
団
の
分
析
を
行
う
が
、

そ
の

際
、
祖
先
祭
祀
を
機
軸
と
す
る
同
族
結
合
と
商
家
経
営
を
は
じ
め
と
す
る
同
族

の

経
済
的
過
程
と
の
関
連
、
ま
た
そ
の
変
化
を
中
心
に
分
析
す
る
。
分
析
対
象
は
、

長
野
県
小
諸
町
荒
町
に
本
分
家
の
多
く
が
居
を
構
え
る
小
山
家
同
族
団
で
、
こ
こ
で

は
本
分
各
家
は
商
業

（
卸
売
・
小
売
）
を
営
む
ほ
か
、
さ
ら
に
本
家
を
中
心
に
本
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

的

な
器
械
製
糸
業
の
経
営
に
も
乗
り
出
し
た
。

二
　
小
山
家
の
構
成
と
商
業
活
動

　
分
析
対
象
の
小
山
家
は
明
治
大
正
期
に
お
け
る
小
諸
町
の
有
力
商
家
の
一
つ
で
、

小
諸
町
の
中
心
た
る
荒
町
に
同
族
各
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
商
店
を
構
え
て
い
た
。
屋
号

は

酢
屋
と
い
い
、
島
崎
藤
村
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
に
も
、
「
荒
町
の
裏
手
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

酢
屋
の
K
と
い
う
娘
の
家
の
大
き
な
醤
油
蔵
の
窓
な
ぞ
が
見
え
る
」
な
ど
と
あ
る
。

こ
の
同
族
団
は
本
家
と
親
族
分
家
か
ら
な
り
、
奉
公
人
分
家
で
あ
る
別
家
は
存
在
し

（
4
）

な
い
。
ま
た
、
同
族
各
家
の
商
業
（
商
店
）
経
営
は
独
立
し
、
　
一
つ
の
商
業
経
営
を

同
族
が
共
同
経
営
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
小

山
家
の
由
来
に
つ
い
て
、
二
三
代
久
左
衛
門
（
久
左
衛
門
正
友
、
一
八
六
一
～

一
九
一
八
）
が
作
成
し
た
「
家
譜
略
」
（
明
治
三
十
七
年
四
月
調
）
な
ど
に
よ
れ
ぽ
、

往
古
小

山
家
は
現
住
所
よ
り
一
里
ほ
ど
北
に
位
置
す
る
松
井
村
の
豪
族
で
、
世
々
久

左
衛
門
と
称
し
て
い
た
が
、
　
＝
ハ
○
○
年
（
慶
長
五
）
一
二
代
半
太
夫
の
時
、
現
住
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一
九

代
　
　
　
二
〇
代

ー
久
左
衛
門
ー
半
太
夫
正
直

　重
　郎
　右
　衛
　門
　正
　之
　　1

　重
　郎
　右
　衛
　門
　正
　幸

十

　
　
　
　
甚
右
衛
門

（不

詳
）
ー
清
三
郎
－
清
三
郎

清
三
郎

1
ー
＋

ー
L
繕
爾

米
治
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
養
子
）

清

右
衛

門
正
清
－
清
右
衛
門

五
郎

忠

二
郎

　

　

　
　
　
甚
三
郎

重

三
郎

庄
太
郎
（
倉
沢
家
へ
養
子
）

七

四
郎

八

五
郎
（
久
左
衛
門
正
友
家
へ
養
子
）

末

次
郎

（
男
子
、
不
詳
）

伴
平

（出典）小山登r温古』（1962年）。図1　小山家家系図

地
の

荒
町
の
や
や
東
方
で
あ
る
垂
井
に
移
っ
た
。
そ
し
て
一
六
七
〇
年
（
寛
文
一

〇
）
に
一
五
代
久
左
衛
門
正
顕
が
現
住
地
を
小
諸
城
主
よ
り
受
け
、
さ
ら
に
一
六

七
四

年

（
延
宝

二
）
に
溜
醸
造
業
を
開
始
し
て
、
以
後
小
諸
城
主
代
々
の
御
用
達

と
な
っ
た
。
二
一
代
久
左
衛
門
正
道
に
至
っ
て
家
運
は
ま
す
ま
す
繁
栄
し
、
天
保

頃
正
道
は
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
、
他
方
城
主
に
対
し
て
は
し
ぽ
し
ば
献
納
を
行
っ

（
5
）

た
。
そ
し
て
明
治
維
新
の
変
動
の
際
に
も
さ
ほ
ど
大
き
な
影
響
は
被
ら
ず
、
明
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

三
年
に
は
小
諸
郊
外
の
御
牧
原
の
開
墾
を
始
め
る
な
ど
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
八

八
八
年

（
明
治
二
一
）
に
二
三
代
久
左
衛
門
（
久
左
衛
門
正
友
）
が
家
督
を
相
続

し
た
。

　
小
山
家
の
本
家
当
主
は
、
代
々
、
何
代
久
左
衛
門
な
ど
と
名
乗
っ
て
い
る
が
、

初
代
に
つ
い
て
は
、
先
の
「
家
譜
略
」
に
も
何
の
記
載
も
な
く
、
少
な
く
と
も
二

三
代
久
左
衛
門
の
時
代
に
は
す
で
に
初
代
に
つ
い
て
の
伝
承
は
残
さ
れ
て
い
な
か

っ

た

よ
う
で
あ
る
。
「
家
譜
略
」
に
具
体
的
な
事
績
を
も
っ
て
最
初
に
登
場
す
る

当
主
は
、
右
の
二
一
代
半
太
夫
で
あ
り
、
初
代
が
い
か
な
る
意
味
で
初
代
で
あ
っ

た
か
は
も
は
や
不
明
で
あ
る
。

　
図
1
に
同
家
の
家
系
図
の
一
部
を
示
し
た
。
同
家
の
家
系
は
一
五
代
頃
か
ら
ほ

ぼ
網
羅
的
に
判

明
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
図
1
で
は
省
略
し
、
一
九
代
久
左
衛
門

か

ら
男
子
、
婿
養
子
を
迎
え
た
女
子
、
お
よ
び
婿
養
子
を
網
羅
し
て
記
し
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ
に

よ
っ
て
当
該
期
の
同
族
団
の
本
分
家
当
主
が
す
べ
て
表
れ
る
。
同
家
で
は
、

二
〇
代
以
前
を

含
め
て
昭
和
初
期
ま
で
判
明
す
る
か
ぎ
り
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
男
長

子
相
続
で
あ
る
。
た
だ
し
、
二
一
代
は
二
〇
代
半
太
夫
正
直
の
次
男
久
左
衛
門
正

道
が
継
ぎ
、
長
男
重
郎
右
衛
門
正
之
が
分
家
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
正
之
・
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正
道
は
異
母
兄
弟
で
や
や
込
み

入
っ
た
事
情
が
存
在
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ

を

唯
一
の
例
外
と
し
て
他
は
す
べ
て
男
長
子
相
続
の
原
則
が
貫
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

女
子
の

場
合

は
、
（
1
）
他
家
へ
嫁
ぐ
場
合
と
（
2
）
婿
養
子
を
迎
え
て
分
家
し
同
族

団
内
の
家
と
し
て
と
ど
ま
る
場
合
と
が
あ
る
。
他
家
へ
嫁
ぐ
場
合
（
お
よ
び
男
子
が

嫁
を

も
ら
う
場
合
）
は
、
小
諸
町
内
の
有
力
商
家
同
士
の
結
婚
の
ケ
ー
ス
が
多
く
、

婚
姻
に
よ
る
商
家
連
合
に
よ
っ
て
小
山
家
の
商
家
経
営
の
発
展
を
期
す
ね
ら
い
が
あ

っ

た

も
の
と
推
定
し
う
る
。
ま
た
、
婿
養
子
を
迎
え
る
場
合
に
は
、
娘
婿
を
動
員
し

て

経
営
拡
大
に

あ
た
る
ね
ら
い
を
も
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
忠
五
郎
を
迎
え

た
時
の
よ
う
に
商
店
経
営
の
拡
大
を
ね
ら
う
場
合
と
、
房
全
・
八
郎
・
二
郎
を
迎
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

た
時
の
よ
う
に
製
糸
経
営
の
拡
大
を
ね
ら
う
場
合
と
が
あ
っ
た
。

　
対
象
時
期
の
小
山
家
同
族
団
は
、
こ
の
二
一
代
久
左
衛
門
正
道
と
兄
重
郎
右
衛
門

正
之
の

二
つ
の

系
統
が
中
心
と
な
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
か
ら
は
ず
れ
る
伴

平
家
に

つ
い
て

は
後
述
す

る
）
。
以
下
、
ま
ず
同
族
団
を
構
成
す
る
主
要
な
家
と
一

九
〇
五
年
頃
を
中
心
と
し
た
そ
の
商
業
活
動
を
順
に
述
べ
て
お
こ
う
。

　

1
　
総
本
家
の
久
左
衛
門
ー
邦
太
郎
家
　
屋
号
を
金
（
ヤ
マ
ク
）
と
い
い
、
二

三
代
久
左
衛
門
正
友
が
一
八
八
八
年
に
家
督
を
相
続
し
、
そ
の
没
後
長
男
の
邦
太
郎

（
一
八
八
九

～
一
九
八
一
）
が
一
九
一
八
年
に
家
督
相
続
し
た
。
同
家
の
本
業
は
、

酢
久
商
店
（
一
九
〇
〇
年
一
月
、
合
資
会
社
化
）
の
経
営
で
、
こ
れ
は
醤
油
・
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

噌
・
酢
の
製
造
と
販
売
、
さ
ら
に
畳
表
・
鰹
節
な
ど
を
取
り
扱
っ
た
。
同
家
の
醤
油

醸
造
業

は
、
前
述
の
よ
う
に
延
宝
期
に
始
ま
り
、
ま
た
明
治
期
に
は
千
葉
県
野
田
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

銚
子
か
ら
醸
造
技
術
を
学
ん
で
、
　
一
九
〇
八
年
醸
造
高
は
二
千
石
に
お
よ
び
、
　
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

〇
五
年
当
時
、
販
路
は
三
国
八
郡
三
五
〇
町
村
に
及
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
る
。

　
2
　
甚
三
郎
家
（
弁
、
イ
リ
ヤ
マ
ク
）
　
酢
甚
商
店
と
呼
ぼ
れ
、
米
雑
穀
・
食
塩
・

肥
料
・
石
油
・
味
噌
・
素
麺
・
陶
土
・
マ
ッ
チ
・
蝋
燭
・
荒
物
・
雑
貨
を
取
り
扱
っ

た
。
肥
料
取
扱
に
つ
い
て
は
、
多
木
肥
料
の
特
約
店
で
も
あ
っ
た
。

　
3
　
五
郎
家
（
⑪
、
マ
ル
ク
）
　
久
左
衛
門
正
友
の
末
弟
で
、
一
九
〇
〇
年
に
分
家

し
た
。
丸
久
商
店
と
呼
ぽ
れ
、
や
は
り
米
雑
穀
・
食
塩
・
肥
料
を
取
り
扱
っ
た
。
大

豆
・
大
豆
粕
は
「
清
国
商
館
」
と
直
取
引
し
、
過
燐
酸
石
灰
は
東
京
人
造
肥
料
と

「
佐
久

郡
」
一
手
販
売
の
特
約
を
し
て
い
た
。
ま
た
越
後
米
は
「
産
地
大
地
主
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

直
接
取
引
を
行
っ
て
い
た
。
分
家
の
際
、
「
穀
類
食
塩
ヲ
分
商
ス
」
と
さ
れ
て
い
る

か

ら
、
穀
類
・
食
塩
は
も
と
も
と
酢
久
商
店
が
取
り
扱
っ
て
い
た
の
を
譲
ら
れ
た
も

の

と
考
え
ら
れ
る
。

　
4
　
清
右
衛
門
家
（
金
、
イ
リ
ク
）
　
同
家
も
総
本
家
か
ら
一
八
九
七
年
に
分
家
し

て

成
立

し
た
。
茶
を
扱
い
、
入
九
茶
店
と
称
さ
れ
た
。
「
山
城
宇
治
信
楽
狭
山
武
州

各
産
地
の

銘
茶
及
茶
器
の
卸
小
売
」
を
行
い
、
販
路
は
「
南
北
佐
久
小
県
更
級
埴
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

諏
訪
筑
摩
等
県
下
各
方
面
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
「
清
右
衛
門
茶
業
ヲ
以
分
家
ス
」

と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
前
後
に
本
家
は
茶
を
扱
わ
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
本

家
か
ら
茶
の
取
扱
を
譲
ら
れ
て
分
家
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　

5
　
徳
三
郎
家
（
㊨
酢
徳
、
マ
ル
ゴ
ス
ト
ク
）
　
こ
れ
は
洋
物
店
を
経
営
し
、
酢
徳

商
店
と
呼
ぼ
れ
た
。
洋
服
お
よ
び
付
属
品
・
菓
子
・
缶
詰
・
洋
酒
・
砂
糖
等
を
扱
い
、

県
内
へ
の
卸
売
も
行
っ
た
。

　

6
　
忠
五
郎
家
（
究
、
サ
ス
ク
）
　
忠
五
郎
は
久
左
衛
門
正
友
の
姉
、
久
仁
子
を
要

っ

て

小
山

家
の
養
子

と
な
っ
た
。
同
家
は
金
物
店
を
経
営
し
、
和
洋
金
物
一
式
・
硝

子
板
・
消
防
ポ
ン
プ
・
蒸
気
機
鍵
等
を
取
り
扱
っ
た
。
「
千
曲
川
筋
架
設
の
橋
梁
大
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屋
橋
其
他
各
所
の

釣
橋
及
他
の
河
川
に
し
て
各
地
の
橋
梁
鉄
材
及
学
校
其
外
倉
庫
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の

建
築
材
料
の
概
ね
全
店
の
請
負
に
係
り
た
る
も
の
L
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
7
　
重
右
衛
門
家
（
⇔
、
マ
ル
ゴ
）
　
重
右
衛
門
は
先
代
重
右
衛
門
の
長
男
で
、
合

名
会
社
酢
重
商
店
を
経
営
し
、
穀
類
・
肥
料
・
食
塩
・
醤
油
・
味
噌
・
砂
糖
・
メ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ケ

ン

粉
・
蚕
用
道
具
・
煙
草
等
を
扱
う
「
大
商
店
」
で
あ
っ
た
。
後
掲
表
1
か
ら
み

て
、
一
九
〇
五
年
当
時
、
本
家
に
次
ぐ
規
模
の
商
店
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
8
　
重
三
郎
家
（
発
西
、
イ
リ
ヤ
マ
ク
ニ
シ
テ
ン
）
　
酢
甚
西
店
と
呼
ば
れ
る
下
駄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

屋
を

経
営

し
、
草
履
・
傘
な
ど
も
扱
っ
た
。
「
熟
練
な
る
職
工
多
数
を
雇
い
入
れ
」
、

自
家
製
造
も
行
っ
て
い
た
。

　
9
　
八
五
郎
家
（
◇
、
イ
ゲ
タ
ク
）
　
八
五
郎
は
甚
右
衛
門
家
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た

が
、
本
家
の
久
左
衛
門
家
に
養
子
に
入
っ
た
。
　
一
九
〇
九
年
に
思
い
立
っ
て
、
同
族

の

同
意
の
う
え
、
「
満
州
」
に
渡
り
、
旅
順
で
大
豆
粕
製
造
・
醤
油
醸
造
業
を
営
ん
だ
。

し
か
し
一
九
二
〇
年
の
戦
後
恐
慌
で
打
撃
を
受
け
、
一
九
二
三
年
に
帰
国
し
た
。
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

三
　
小
山
家
の
同
族
結
合

　
明
治
前
期
以
前
の
小
山
家
同
族
団
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
ほ
と
ん

ど
不
明
で
あ
る
。
た
だ
小
山
一
族
会
『
倶
会
一
処
　
墓
誌
建
立
・
納
骨
堂
改
修
の
記

録
』
（
一
九
八
四
年
）
に
よ
れ
ぽ
、
「
徳
川
時
代
に
は
人
口
の
増
減
は
少
な
く
、
そ
の
間

分
家

は
五
軒
位

し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
甚
之
丞
・
清
右
衛
門
・
清
三
郎
．
重
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

右
衛
門
正
之
・
甚
三
郎
等
の
諸
家
で
す
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前
二
家
は
江

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

戸
期

中
に
絶
家
と
な
り
、
甚
三
郎
と
は
図
1
の
甚
右
衛
門
の
こ
と
で
あ
る
し
、
清
三

郎
家
は
、
す
ぐ
後
に
述
べ
る
一
八
九
〇
年
に
発
足
し
た
「
祭
資
会
」
「
同
姓
会
」
の

　
　
　
　
（
2
0
）

記
録
に

よ
れ
ぽ
、
こ
れ
も
後
述
の
よ
う
に
伴
平
が
一
八
九
四
年
再
分
家
す
る
ま
で
、

一
定
の
付

き
合
い
は
あ
る
も
の
の
「
小
山
一
族
会
」
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
し
た
が

っ

て

江
戸
期
、
と
り
わ
け
幕
末
期
か
ら
明
治
前
期
に
は
、
こ
の
同
族
団
は
ま
だ
か
な

り
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

さ
て
、
一
八
九
〇
年
に
小
山
家
同
族
は
、
「
小
山
一
族
会
」
ま
た
は
後
述
の
「
祭
資

会
」
「
同
姓
会
」
と
称
さ
れ
る
組
織
を
発
足
さ
せ
、
同
族
結
合
を
一
層
強
固
に
し
て
い

っ

た
。
そ
し
て
同
族
の
統
制
方
法
を
明
文
化
す
る
と
こ
ろ
の
家
憲
を
も
制
定
し
て
い

た
。
そ
こ
で
次
に
、
小
山
家
の
家
憲
、
「
祭
資
会
」
、
共
同
墓
地
、
「
同
姓
会
」
、
「
祭

資
積
立
金
」
の
順
で
、
そ
の
内
容
、
存
在
形
態
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。

θ
　
家
憲
の
制
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
現
在
知
ら
れ
て
い
る
最
も
古
い
同
家
の
家
憲
は
、
　
一
九
〇
五
年
に
改
正
さ
れ
た
も

の

で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
以
前
か
ら
な
ん
ら
か
の
家
憲
が
存
在
し
て
い
た
わ
け

で
あ
る
が
、
最
初
に
制
定
さ
れ
た
年
次
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
一
九
〇
四
年
六
月
五

日
の
「
同
姓
会
」
で
渋
沢
家
憲
や
三
井
家
憲
が
報
告
さ
れ
家
憲
に
つ
い
て
は
じ
め
て

　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

話
題

と
な
っ
て
お
り
、
一
九
〇
五
年
改
正
家
憲
の
よ
う
な
長
い
本
格
的
な
も
の
は
こ

の

時
は

じ
め
て
制
定
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
一
九
〇
五
年
改
正
家
憲
の
全
文
は
本
稿
末
尾
に
資
料
と
し
て
掲
げ
て
お
い

た

が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
「
清
朝
の
大

儒
任
氏
の
家
範
」
と
い
わ
れ
る
「
家
憲
十
則
」
が
並
び
、
次
に
七
章
二
九
条
の
「
小
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山
一
族
会
家
憲
L
が
続
く
。
後
者
を
み
る
と
、
ま
ず
第
二
条
・
第
七
条
に
「
本
会
一

切

ヲ
統
轄
ス
ル
」
「
理
事
」
に
つ
い
て
、
二
年
任
期
で
改
選
（
た
だ
し
再
選
も
可
）
と

い

う
規
定
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
際
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
次
に
第
四
条
に
は
、

「
本

会
ノ
権
利
及
ヒ
義
務
」
を
有
す
る
の
は
各
家
戸
主
と
一
族
に
よ
る
法
人
と
な
っ

て

い

る
。
た
だ
、
実
際
に
一
族
会
の
メ
ン
バ
ー
資
格
を
有
し
た
の
は
戸
主
の
み
だ
っ

た
。
つ
い
で
第
六
条
に
「
本
会
ハ
一
族
永
続
及
ヒ
祖
先
碩
徳
之
為
祭
資
積
立
金
ヲ
ナ

ス

モ

ノ
ト
ス
」
と
、
祖
先
祭
祀
と
そ
の
た
め
の
積
立
金
を
行
う
規
定
が
あ
る
。
祖
先

祭
祀
の
具
体
的
な
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
に
「
祭
資
会
ト
称
シ
毎

年
弐
月
一
日
ト
定
メ
宗
家
二
於
テ
家
憲
朗
読
式
ヲ
行
フ
終
テ
祖
先
祭
典
ヲ
挙
グ
」
と

し
、
「
祭
資
会
」
を
毎
年
二
月
一
日
に
本
家
久
左
衛
門
の
主
宰
の
も
と
で
開
催
し
家
憲

を

朗
読
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
積
立
金
の
拠
出
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
一

〇
条
に

「
一
族
祭
資
会
ノ
際
各
自
前
年
損
益
決
算
帳
ヲ
発
表
シ
純
益
金
百
分
ノ
三
ヲ

出
金
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
さ
れ
、
前
年
度
に
お
け
る
各
商
店
の
純
益
の
三
％
を

祭
資
積
立
金
と
し
て
支
出
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
後
述
の
よ
う
に
一
九
〇

五
年
ま
で
は
純
益
の
二
％
を
積
み
立
て
て
お
り
、
一
九
〇
六
年
よ
り
三
％
と
な
っ
て

い

る
か
ら
、
一
九
〇
五
年
の
改
正
家
憲
で
積
立
金
歩
合
が
変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
積
立
金
の
運
用
・
使
途
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
一
二
条
で
「
祭
資
積
立
金

ハ
各
々
祖
先
之
功
徳
ヲ
収
メ
併
セ
テ
一
族
ノ
隆
盛
ヲ
期
ス
ル
ガ
為
ナ
リ
故
二
一
族
中

時
二
天
災
或
ハ
不
可
忍
不
幸
二
罹
ル
時
ハ
積
立
金
十
分
ノ
一
以
下
ヲ
以
テ
協
議
之
上

無
利
子
有
期
貸
與
ス
ル
寸
ヲ
得
ル
」
と
祖
先
祭
祀
の
た
め
の
ほ
か
、
有
事
の
際
に
お

け

る
同
族
の
相
互
扶
助
に
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
一
六

条
以
下
で

は
、
相
続
お
よ
び
分
家
の
規
定
が
あ
り
、
相
続
や
分
家
を
行
う
に
は
必
ず

一
族
会
を

開
会
し
七
割
の
支
持
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
が
定
め
ら
れ
、
第
二
三
条

で

は
相
続
・
分
家
式
の
イ
ベ
ン
ト
が
詳
し
く
決
め
ら
れ
て
い
る
。

　
問
題
は
こ
の
よ
う
な
家
憲
の
規
定
が
ど
こ
ま
で
厳
密
に
実
践
さ
れ
た
か
で
あ
る
が
、

『
一
族
会

日
誌
』
等
の
資
料
に
よ
れ
ぽ
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
理
事
に
つ
い
て
は

と
く
に
選
出
し
て
お
ら
ず
、
本
家
当
主
が
そ
の
任
に
あ
た
っ
た
。
そ
の
ほ
か
に
つ
い

て

も
第
六
章
の
罰
金
を
命
じ
た
例
な
ど
は
な
い
が
、
し
か
し
分
家
式
な
ど
は
か
な
り

家
憲
の

規
定
に
忠
実
に
、
厳
粛
に
行
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
例
と
し

て
、
一
九
一
四
年
の
小
山
三
平
の
分
家
式
に
つ
い
て
の
『
一
族
会
日
誌
』
の
記
述
を

紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
大
正
参
年
二
月
一
日
於
宗
家
祭
資
会
開
会
同
族
小
山
三
平
分
家
式
執
行
天
気
晴

　
　
朗
本
分
拾
壱
家
欠
席
ナ
ク
整
列

　
　
　
式
ノ
順
序

七六五四三二
会
員
　
着
席

受
格
者
座
ノ
中
央
出
席

家
憲
朗
読

受
格
老
宣
誓
調
印

本
会
祝
辞
井
二
記
念
品
贈
與

受
格
者
　
答
辞

壱

同
霊
拝
、
冷
酒

　
　
　
以
上
神
撰
ヲ
撤
シ
順
次
退
場

右
后
後
壱
時
開
会
宗
家
家
憲
ヲ
朗
読
シ
受
格
者
宣
誓
調
印
ノ
上
一
族
ヨ
リ
左
ノ

祝
辞
ヲ
呈
〔
セ
〕
ラ
レ
記
念
品
七
子
壱
反
ヲ
贈
呈
ス
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祝

弦
二
恭
シ
ク
小
山
重
右
衛
門
分
家
小
山
三
平
殿
入
会
抑
モ
君
力
志
操
堅
実

　
　
　
ナ

ル
自
ラ
新
思
想
二
富
ミ
新
知
識
ヲ
生
ス
巳
二
青
年
中
重
キ
ヲ
致
シ
社
会
矯

　
　
　
風
上
最
難
ナ

ル
禁
酒
事
業
ヲ
督
シ
稽
成
功
ス
正
業
製
糸
ノ
業
ヲ
採
リ
帝
国
貿

　
　
　
易
品
中
最
重
要
視
セ
ラ
ル
・
ト
共
二
亦
タ
伴
フ
虚
ノ
因
難
不
勘
為
メ
利
財
家

　
　
　

ノ
嫌
悪
ス
ル
有
ル
ニ
不
拘
一
身
ヲ
投
ジ
斯
業
二
尽
痒
ス
ル
十
年
一
日
ノ
如
ク

　
　
　
真
二
不
動
ノ
間
克
ク
進
路
二
…
機
宜
ヲ
致
シ
敢
テ
不
遅
ノ
概
ヲ
認
ム
今
回
ノ
挙

　
　
　
式
誠
二
君
ノ
慶
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ
希
ク
ハ
細
心
密
慮
以
テ
本
会
本
差
ノ
発
祥
二

　
　
　
対
シ
カ
ヲ
致
サ
ン
事
ヲ
賀
壽
共
二
切
望
ス
ル
コ
ト
然
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
族
惣
代
小
山
久
左
衛
門

　
　
右
祝
辞
二
対
シ
小
山
三
平
氏
ヨ
リ
受
格
後
義
務
二
合
セ
答
辞
ヲ
述
ラ
ル
続
テ
小

　
　
山
重
右
衛
門
ヨ
リ
同
意
味
ノ
謝
辞
ヲ
述
ラ
ル
終
テ
宗
家
ヨ
リ
神
前
二
奉
告
ス

　
　
　
　
　
奉
告
文

　
　
　
謹
デ
小
山
重
右
衛
門
分
家
小
山
三
平
惜
カ
ニ
戸
主
資
格
タ
ル
ヲ
認
メ
一
族
全

　
　
　
員
弦
二
集
へ
式
ヲ
設
ケ
奉
告
ス
翼
ク
ハ
同
氏
ノ
凡
テ
ノ
禍
害
ヲ
除
キ
公
明
ナ

　
　
　
ル
進
路
ヲ
授
ケ
賜
へ
永
劫
祖
先
ノ
詞
二
使
ヲ
奉
ラ
ン
事
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

頓
首

　
　
一
同
霊
拝
冷
酒
拝
受
ノ
上
神
撰
ヲ
撤
シ
順
次
退
場
ス
（
是
ヨ
リ
屋
敷
神
前
二
詣

　
　
シ
記
念
ノ
写
影
ヲ
ナ
ス
）

　
　
之
ヨ
リ
前
午
前
拾
時
ヨ
リ
前
年
度
ノ
決
算
報
告
会
ヲ
結
了
ス
午
後
六
時
ヨ
リ
宴

　
　
会
二
移
ル

と
い
う
具
合
で
、
本
家
当
主
の
主
宰
の
も
と
に
誠
に
お
ご
そ
か
な
分
家
式
が
挙
行
さ

れ
て

い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
分
家
式
や
祖
先
祭
祀
（
後
述
）
と
い
っ
た
同
族

結

合
の
根
幹
に
関
わ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
昭
和
初
期
に
「
祭
資
会
」
が
行
わ
れ
な

く
な
る
ま
で
、
家
憲
の
規
定
が
遵
守
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⇔
　
「
祭
資
会
」

　
次
に
家
憲
中
で
も
規
定
さ
れ
て
い
た
「
祭
資
会
」
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。

こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
一
八
九
〇
年
よ
り
始
め
ら
れ
、
一
九
二
九
年
ま
で
続
け
ら
れ

た

も
の
で
あ
る
。
「
祭
資
会
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
倶
会
一
処
　
墓
誌
建
立
・
納
骨

堂
改
修
の
記
録
』
に
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

　
　
祭
資

と
は
お
祭
り
の
費
用
の
こ
と
で
す
（
大
辞
典
）
。
一
願
発
起
し
た
一
族
は
、

　
　
さ
ら
に
祖
先
へ
の
感
謝
の
気
持
を
大
切
に
す
る
心
の
表
現
と
し
て
、
年
に
一
度

　
　
の
お
祭
り
を
し
て
現
在
の
生
業
の
状
態
を
祖
先
に
報
告
し
、
そ
の
御
加
護
を
顧

　
　
い
、
そ
の
時
そ
れ
ぞ
れ
の
営
業
の
過
年
度
の
利
益
の
一
部
を
祖
先
供
養
の
た
め

　
　
の
お
祭
の
費
用
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
新
た

　
　
な
同
姓
会
々
員
の
入
会
式
も
そ
こ
で
行
わ
れ
て
来
ま
し
た
が
、
共
存
共
栄
の
永

　
　
昌
を
は
か
る
目
的
か
ら
、
こ
の
積
み
金
に
余
裕
が
あ
り
、
ま
た
必
要
が
あ
っ
た

　
　
時
は
お
互
い
の
資
金
（
但
し
貸
金
）
と
し
て
運
用
も
し
よ
う
と
云
う
考
え
の
下

　
　
に
小
山
同
姓
祭
資
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

こ
の
会
は
発
足
以
来
昭
和
3
年
〔
四
年
の
誤
り
ー
引
用
者
〕
ま
で
3
3
年
〔
四

〇
年
の
誤
り
〕
の
間
毎
年
2
月
金
で
執
り
行
お
れ
、
こ
の
時
は
遠
方
の
た
め

月
例
の
同
姓
会
に
は
出
席
出
来
な
い
一
族
の
方
々
、
御
牧
原
（
伴
平
）
・
満
州

（
八
五
郎
）
・
茅
ケ
崎
（
房
全
）
等
も
遠
路
駆
け
付
け
て
参
加
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
昭
和
4
年
に
な
る
と
世
界
的
不
況
深
刻
に
な
り
、
恐
慌
状
態
の
中
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に
一
族
の
営
業
状
況
は
弁
の
西
店
を
除
け
ぽ
ほ
と
ん
ど
云
う
べ
き
価
値
無
き

　
　
状
態
に
直
面

し
、
積
み
立
て
は
勿
論
不
能
、
普
通
の
同
姓
会
の
み
開
か
れ
て
祭

　
　
資
会
が

行
わ
れ
な
く
な
っ
て
仕
舞
い
ま
し
た
の
は
何
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し

　
　

ょ
う
。
お
そ
ら
く
資
金
の
必
要
ば
か
り
あ
り
、
積
み
立
て
も
使
い
尽
さ
れ
、
忙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
し
さ
の
中
に
祭
事
も
絶
え
て
し
ま
っ
た
事
で
し
た
。

ほ
ぼ
家
憲
の
規
定
通
り
の
内
容
で
昭
和
初
期
ま
で
本
家
に
お
い
て
「
祭
資
会
」
が
行

わ

れ
、
昭
和
恐
慌
期
に
各
家
の
財
政
悪
化
に
よ
っ
て
、
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う

の

で

あ
る
。
た
だ
し
「
祭
資
会
」
が
途
絶
え
た
要
因
と
し
て
は
、
よ
り
根
本
的
に
は

も
と
も
と
こ
の
同
族
団
は
資
本
を
完
全
に
集
中
さ
せ
た
共
同
経
営
を
欠
く
、
各
家
の

比
較
的
ゆ

る
や
か
な
結
合
の
も
と
に
成
立
し
て
い
た
上
に
、
後
述
の
よ
う
に
、
な
に

よ
り
も
本
家
財
政
の
悪
化
を
中
心
と
す
る
本
家
の
権
威
の
低
下
、
各
分
家
の
独
立
性

の

強
化
な
い
し
各
家
の
地
位
の
平
準
化
が
指
摘
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、

そ
れ

ま
で
は
本
家
の
分
家
へ
の
経
済
的
援
助
が
た
び
た
び
行
わ
れ
て
い
た
の
に
、
右

の

引
用
文
に
あ
る
昭
和
恐
慌
期
の
各
家
の
財
政
難
に
あ
た
っ
て
は
本
家
が
各
分
家
を

経
済
的

に
全

く
救
済
し
え
な
か
っ
た
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
た
し
、
さ
ら
に
本
家
当

主
邦
太
郎
の
政
界
へ
の
進
出
も
本
家
の
地
位
低
下
、
同
族
結
合
の
弛
緩
と
相
互
規
定

的
に
関
連
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
同
書
に
は
、
「
祭
資
会
」
発
足
の
契
機
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
幕
末
の

変
革
期
を
経
て
明
治
の
中
頃
に
な
る
と
、
一
族
で
は
長
老
当
主
次
々
と

　
　
他
界
さ
れ
ま
し
た
の
で
い
わ
ゆ
る
世
代
交
替
の
変
革
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り

　
　

ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
企
で
は
隠
居
の
正
道
（
7
7
才
）
が
明
治
1
8
年
、
⇔
で

　
　
は
重
郎
右
衛
門
正
幸
（
6
0
才
）
が
1
9
年
、
ま
た
金
で
は
久
左
衛
門
正
邦
（
6
0

　
　
才
）
が
2
1
年
と
相
継
い
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
同
姓
で
は
若
い
世
代

　
　
が

立
ち

上

り
や
っ
て
行
か
ね
ぽ
な
ら
な
く
な
っ
た
訳
で
す
が
、
こ
こ
で
祖
先
の

　
　
残

さ
れ
た
生
業
に
一
層
勉
励
し
、
一
致
協
力
し
て
時
代
の
進
運
に
も
遅
れ
を
と

　
　
ら
ぬ
よ
う
に
そ
の
責
任
を
果
た
し
て
行
き
た
い
と
云
う
一
族
の
願
い
か
ら
生
れ

　
　
た

も
の
が
第
一
に
同
姓
会
で
あ
り
、
第
二
に
祭
資
会
で
あ
り
ま
し
た
。
い
ず
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
も
明
治
2
3
年
の
開
設
で
す
…
…
。

　

こ
の
よ
う
に
地
方
都
市
に
も
資
本
主
義
化
の
波
が
押
し
寄
せ
、
か
つ
小
山
家
同
族

団
に
お
い
て
世
代
交
代
期
に
あ
っ
た
こ
の
時
期
に
、
同
族
が
結
束
し
て
事
業
経
営
に

当
た
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
、
同
族
結
合
の
緊
密
化
、
「
祭
資
会
」
発
足
の
契
機
と
な

っ

て

い

た
。
そ
し
て
普
通
な
ら
ば
「
祭
祀
会
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
祭
資
会
」
と

し
た
と
こ
ろ
に
、
祖
先
祭
祀
と
相
互
扶
助
の
た
め
の
資
金
積
立
を
行
う
と
い
う
目
的

が

よ
く
表
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
祖
先
を
祀
る
と
い
う
時
の
祖
先
と
は
、
こ
の
場
合
一
体
誰
の
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
現
在
で
は
「
小
山
家
の
代
々
の
祖
先
」
と
い
う
意
識
し
か
生
き
て
お
ら

ず
、
没
人
格
的
な
数
多
く
の
祖
先
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
同
族
団
の
親
睦
的
な
同
姓
集

団
化
と
対
応
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
か
つ
て
は
や
や
事
情
を
異
に
し
て
い

た

と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
「
祭
資
会
」
の
開
催
日
が
二
月
一
日
と
い
う
こ
と
は
何
を

意
味

し
た
の
か
。
同
族
団
に
よ
る
家
憲
の
朗
読
会
は
、
同
族
の
祖
先
の
命
日
に
行
う

事
例
が
知

ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
地
方
財
閥
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
片
倉
家
の
同

族
会
で

は
、
同
族
共
通
の
祖
先
で
、
分
家
に
よ
っ
て
家
を
創
設
し
た
初
代
嘉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

の

命

日
五
月
二
二
日
に
家
憲
朗
読
会
を
開
会
す
る
こ
と
が
家
憲
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

そ

こ
で
二
月
一
日
が
命
日
で
あ
る
人
物
を
調
べ
る
と
、
半
太
夫
正
直
（
弘
化
四
年
没
）
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が
そ
れ
で

あ
っ
た
。
彼
は
伴
平
家
を
除
く
同
族
の
共
通
の
祖
先
で
あ
り
、
一
八
九
〇

年
時
点
で
は
伴
平
家
は
ま
だ
「
祭
資
会
」
・
「
同
姓
会
」
に
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
。

伴
平
家

は
、
小
山
清
三
郎
家
が
一
八
九
四
年
破
産
し
廃
家
と
な
っ
た
が
（
清
三
郎
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

翌
八
五
年
没
）
、
同
年
清
三
郎
の
次
男
伴
平
が
本
家
よ
り
再
分
家
の
形
で
土
地
建
物

を

分
与

さ
れ
、
小
諸
近
郊
に
あ
る
御
牧
原
の
開
墾
に
携
わ
り
、
　
一
九
〇
四
年
よ
り

「
祭
資
会
」
に
出
席
し
、
翌
一
九
〇
五
年
か
ら
「
祭
資
積
立
金
」
の
積
立
を
開
始
し

　
　
　
（
2
6
）

た

の

で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
「
祭
資
会
」
発
足
時
に
は
祖
先
祭
祀
の

際
、
半
太
夫
正
直
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
荒
町
へ
の
移

住
、
醸
造
業
の
開
始
の
由
来
な
ど
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
ま
た
後
に
伴
平
家
も
加

わ

る
わ
け
だ
か
ら
、
祖
先
祭
祀
の
対
象
は
半
太
夫
正
直
に
限
定
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
先

の

「
代
々
の
祖
先
」
も
当
然
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
半
太
夫
正
直
以

後
の
物
故
者
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
「
祭
資
会
」
創
始
当
初
は
、
す
ぐ
後

に

述
べ
る
よ
う
に
祖
先
祭
祀
は
仏
式
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
本
家
か
ら
分
か
れ
た
部

分
の
位
牌
は
な
い
か
ら
、
彼
ら
の
祭
祀
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合

分
家
で
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
本
家
か
ら
分
か
れ
た
部
分
か
ら
の
祖
先
の

祭
祀
が

別
に
行
わ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
祖
先
祭
祀
は
二
重
に
は
行

わ
れ
て

い
な
い
。

　
次

に
、
家
憲
第
九
条
第
一
項
で
も
規
定
さ
れ
て
い
る
「
祭
資
会
」
の
際
の
「
祖
先

祭
典
」
が
い
か
な
る
内
容
を
も
っ
て
い
た
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
断
片
的

な
記
録
し
か
な
い
。
ま
ず
先
に
記
し
た
一
九
一
四
年
に
お
け
る
「
祭
資
会
」
の
際
の

分
家

式
は
神
式
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
一
八
九
二
年
の
「
祭
資

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

会
」
に
は
「
和
尚
一
人
」
が
お
り
、
こ
の
時
は
お
そ
ら
く
仏
壇
の
前
で
行
わ
れ
て
い

た
の

で
は

な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
一
八
九
四
年
の
「
祭
資
会
」
で
は
、
「
午

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

後
一
時
」
か
ら
始
め
ら
れ
た
が
「
海
応
院
へ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
か
ら
、
本
家
の

前
に

あ
る
菩
提
寺
海
応
院
の
共
同
墓
地
へ
参
拝
し
た
よ
う
で
あ
る
。
翌
九
五
年
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

「
祭
資

会
」
に
は
「
海
応
院
方
丈
」
が
同
席
し
て
い
る
。
ま
た
一
九
〇
〇
年
の
「
祭

資
会
」
で
も
「
午
后
一
時
集
合
」
し
、
前
年
の
事
業
成
績
報
告
お
よ
び
「
祭
資
積
立

金
」
の
議
事
を
行
っ
た
後
、
「
午
后
五
時
海
応
院
入
来
儀
事
ヲ
ナ
シ
一
同
宴
会
ヲ
開

ク
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
「
祭
資
会
」
創
始
以
来
こ
の
こ
ろ
ま
で
は
「
祖
先
祭
典
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

は
仏
式

で
、
仏
壇
の
前
で
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
〇
八
年
の
「
祭
資
会
」
で
は
、
例
に
よ
っ
て
午
後
一
時
に
参
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
「
祭
資
金
決
算
ヲ
了
」
し
た
後
、
「
午
后
四
時
祭
事
ヲ
挙
ゲ
神
官
牧
野
成
功
祭
文

ヲ
奉
読
シ
一
同
礼
拝
午
后
六
時
宴
会
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
九
一
一
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

「
祭
資
会
」
に
も
、
「
午
前
十
時
神
前
二
集
ヒ
各
前
年
決
算
調
査
ヲ
了
シ
」
と
あ
る
。

さ
ら
に
大
正
期
に
入
っ
て
一
九
二
二
年
は
「
午
后
二
時
祭
事
ヲ
行
ヒ
、
神
官
ハ
例
ノ

如
ク
牧
野
成
功
ナ
リ
」
と
神
式
で
祖
先
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
は
午
後
四

時
か

ら
始
め
た
宴
会
に
は
「
海
応
院
方
丈
」
を
「
来
賓
」
と
し
て
招
い
て
い
る
。
そ

の

後
は
一
九
一
七
年
に
神
式
で
行
っ
て
い
る
の
が
判
明
す
る
の
み
で
、
以
後
祖
先
祭

祀

に
関
し
て
は
断
片
的
な
記
述
さ
え
も
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。

　
以
上
の
よ
う
な
記
録
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
に
「
祭
資
会
」
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の

実
施
方
式
が
仏
式
か
ら
神
式
へ
と
変
化
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
う
し
た
方
式
の

変
更
が
な
ぜ
行
わ
れ
た
か
具
体
的
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
時
期
、
小
山
家

は

さ
か
ん
に
神
道
に
傾
い
て
ゆ
く
。
ま
ず
一
九
〇
二
年
か
ら
一
族
で
経
営
を
始
め
た

桃
園
へ
の
稲
荷
神
社
の
建
立
（
一
九
〇
五
年
）
、
開
墾
地
の
御
牧
原
へ
太
神
社
遙
拝
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所
の
建
立
（
一
九
〇
六
年
）
が
一
族
会
で
決
め
ら
れ
、
そ
し
て
一
九
〇
七
年
に
は
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

家
に
屋
敷
神
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
に
、
「
祭
資
会
」

に
お
け

る
祖
先
祭
祀
の
方
式
が
変
更
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

⇔

　
共
同
墓
地

　
次
に
小
山

家
の
墓
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
小
山
家
の
墓
は
、
荒
町
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

通

り
か
ら
や
や
入
っ
た
、
本
家
に
ご
く
近
い
場
所
に
あ
る
菩
提
寺
海
応
院
に
代
々
同

族
共
同
墓
地
と
し
て
存
在
す
る
。
現
存
の
最
古
の
墓
は
一
五
代
久
左
衛
門
正
顕
の
も

の

で
、
共
同
墓
地
の
最
奥
部
正
面
に
石
塔
が
存
在
す
る
。
以
後
近
世
期
の
墓
が
図
2

の

左
奥
部
に
並
ん
で
い
る
。

　

こ
う
し
て
大
正
半
ば
ま
で
は
家
毎
に
石
塔
の
墓
が
並
べ
ら
れ
た
が
、
墓
地
狭
隆
の

た

め
、
一
九
一
八
年
二
三
代
久
左
衛
門
正
友
が
没
し
正
友
の
墓
碑
建
設
の
時
が
迫
っ

た
の

を

契
機
に
、
納
骨
堂
建
立
・
墓
地
整
理
が
翌
一
九
年
の
祭
資
会
で
決
定
さ
れ
、

同
年
、
半
地
下
の
納
骨
堂
の
上
に
「
小
山
家
累
代
之
墓
」
と
彫
っ
た
大
き
な
石
塔
を

設
置

し
た
形
の
共
同
墓
（
納
骨
堂
）
が
共
同
墓
地
入
り
口
正
面
の
場
所
に
建
設
さ

（3
1
）

れ

た
。
こ
の
納
骨
堂
の
脇
に
は
、
一
九
一
〇
年
の
設
置
に
か
か
る
「
祭
資
会
二
十
年

記
念
」
な
る
高
さ
約
三
メ
ー
ト
ル
の
大
き
な
常
夜
燈
が
あ
り
、
納
骨
堂
建
設
以
前
か

ら
こ
こ
が
共
同
墓
地
内
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
現
在
は
久
左
衛

門
正
友
以
前
の
本
家
の
墓
は
、
共
同
墓
地
入
り
口
に
最
も
近
い
入
り
口
右
脇
と
い
う

い

わ
ば

最
下
座
に

位
置

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
納
骨
堂
建
設
以
前
に
は
納

骨
堂
設
置
場
所
に
あ
り
、
納
骨
堂
建
設
に
際
し
て
、
空
き
地
で
あ
っ
た
現
在
地
に
移

し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
確
定
的
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
も
し
そ

（B）

注：○は石塔，≡≡は階段。

　　囚　15代久左衛門正顕の墓。

　　（B）墓誌（1984年建立）。

　　◎　納骨堂上の石塔。

　　◎　納骨堂（1919年建設，1984年

　　　　改修，半地下）。

　　（E）納骨堂入口。

　　（F）祭資会二十年記念常夜燈。

　　0　21代久左衛門正道の墓。

　　⑪　22代久左衛門正邦の墓。

入口

図2　小山家の共同墓地（1989年現在）
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う
だ
と
す
れ
ば
、
や
は
り
納
骨
堂
建
設
ま
で
の
そ
の
墓
の
位
置
は
本
家
の
権
威
を
示

し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

⑳
「
同
姓
会
」

　
「
同
姓
会
」
は
家
憲
に
も
同
族
日
並
会
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
原
則
と
し

て

月
一
回
各
家
輪
番
制
で
開
会
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
や
は
り
前
掲
『
倶
会
一
処

墓
誌
建

立
・
納
堂
骨
改
修
の
記
録
』
の
こ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
を
掲
げ
れ
ば
、
以
下

の

よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
従
来

も
こ
と
に
つ
け
て
相
談
し
た
り
、
お
互
い
の
状
況
連
絡
や
商
売
の
情
報

　
　
の

交
換
・
研
究
な
ど
を
し
な
が
ら
親
睦
を
つ
づ
け
て
き
た
一
族
の
仲
で
し
た
が
、

　
　

こ
れ
を
一
層
緊
密
に
す
る
為
に
義
務
と
し
て
月
一
度
つ
つ
の
例
会
を
各
家
持
ち

　
　
廻

り
で
開
き
、
し
か
も
婦
人
同
姓
会
を
並
行
し
て
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
　
　
同
姓
会
へ
の
入
会
式
は
、
年
一
度
の
祭
資
会
の
時
に
金
の
屋
敷
神
様
の
前

　
　

で
、
新
た
に
分
家
し
た
戸
主
の
誓
い
と
そ
れ
に
対
す
る
歓
迎
の
祝
辞
が
の
べ
ら

　
　
れ

る
形
で
厳
粛
に
行
わ
れ
、
店
主
（
戸
主
）
が
没
し
た
時
そ
の
店
の
後
継
者
も

　
　
改
め
て
こ
の
儀
式
に
よ
り
入
会
す
る
習
わ
し
で
、
そ
の
都
度
羽
織
袴
の
正
装
で

　
　
記
念
写
真
な
ど
も
撮
ら
れ
て
居
り
ま
す
。

　
　
　
昭
和

4
年
以
来
は
祭
資
会
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、
分
店
し
て
新
た
に
入
会
す

　
　
る
人
も
無
く
な
り
ま
し
た
。
従
っ
て
そ
れ
か
ら
現
在
ま
で
メ
ン
バ
ー
の
移
動
は

　
　
無
く
、
そ
の
店
の
後
継
者
は
関
係
老
の
紹
介
挨
拶
に
よ
り
自
動
的
に
同
姓
会
の

　
　
例
会
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
同
姓
会
月
例
会
の
日
誌
は
開
設
以
来
現
在
ま
で
9
4
年
の
間
綿
々
と
記
帳
さ
れ

　
　

て
、
こ
れ
に
は
出
席
老
は
毎
回
そ
の
都
度
署
名
を
し
、
長
年
月
を
へ
た
現
在
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　

は
一
族
の
歩
み
や
そ
の
時
の
時
勢
を
知
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
ま
さ
に
こ
の
「
同
姓
会
」
日
誌
で
あ
る
『
一
族
会
日
誌
』
『
和
合
会
日
誌
』
は
同

族
団
の
あ
り
か
た
を
さ
ぐ
る
貴
重
な
記
録
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
実
際
に

は

月
一
回
ず
つ
必
ず
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
指
摘
さ
れ
て
い
る

「
婦
人

同
姓
会
］
は
家
憲
で
も
規
定
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
か
な
り
稀
に
し
か
開
会
の

記
録
が
な

い
。
し
か
し
h
同
姓
会
」
は
現
在
ま
で
ほ
ぼ
一
貫
し
て
、
き
わ
め
て
頻
繁

に
開
会
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

岡
　
「
祭
資
積
立
金
」

　

さ
て
、
「
祭
資
会
」
の
際
に
発
表
さ
れ
た
各
家
の
資
産
と
純
益
か
ら
捻
出
さ
れ
た

「
祭
資
積
立
金
」
の
動
向
を
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
表
1
が
各
家
の
資
産
の
動
向
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

る
。
久
左
衛
門
家
は
「
奥
」
の
資
産
で
あ
る
「
遺
産
積
立
金
」
・
「
実
益
積
立
金
」
が

あ
り
、
「
店
」
の
資
産
も
法
人
化
さ
れ
て
ま
も
な
く
計
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
米
治

郎
」
家
は
後
述
の
よ
う
に
事
業
内
容
等
に
つ
い
て
一
族
会
と
対
立
し
、
一
八

九

五
年
頃
一
族
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
表
1
の
右
半
分
の
家
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に

分
家
等
に
よ
っ
て
一
族
会
に
入
会
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
に
資
産
が
計

上

さ
れ
な
く
な
る
家
が
続
出
し
て
い
る
の
は
、
二
〇
年
恐
慌
以
降
、
各
家
の
営
業
不

振
の
た
め
、
積
立
金
拠
出
が
不
可
能
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

さ
て
同
表
の
右
端
の
総
計
を
み
る
と
、
初
年
度
の
一
八
九
〇
年
は
三
万
四
千
円
余

り
で
あ
っ
た
が
、
以
降
ほ
ぼ
順
調
に
増
加
し
て
ゆ
き
、
一
九
〇
二
年
頃
に
は
一
〇
万
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表1小山同族各家の資産
（単位 円）

年次

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

n

6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
∨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
∨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　　　　久　左　衛

遺産　　　実益
『F

計
允商店　重右衛門　甚三郎　　忠五郎　　米治郎　清右衡門 五郎 徳三郎 伴平 八五郎 房全 末次郎 三平

0
7
8
7
1
0
0
8
3
9
9
1
0
3
0
9
4
9
4
7
8
0
3
8
2
3
6
8
3
0
2
8
3
3
1
8
8

7
8
7
1
9
2
9
6
3
7
8
5
7
4
6
4
9
3
2
7
3
8
7
5
9
1
6
1
3
0
2
9
6
6
2
6
6

6
2
5
6
0
8
6
8
2
3
3
0
8
0
0
5
4
3
9
3
5
1
2
5
2
0
1
8
8
5
1
9
1
1
8
3
3

9
8
9
2
4
9
2
6
8
9
8
8
5
7
3
3
3
8
9
0
1
3
2
3
3
4
8
7
6
0
4
6
1
1
9
8
8

1
1
1
2
1
1
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
4
4
5
5
5
5
5
5
5
8
8
7
8
8
8
8
8
7
7
7

9
1
2
1
9
5
8
7
7
5
6
1
2
5
9
2
7
8
0
4
1
0
0
7
2
8
0
4
9
5
7
7
3
6
7
0

6
3
6
5
8
2
3
6
6
0
6
3
6
9
7
2
5
0
0
5
6
2
1
8
9
4
0
5
6
7
2
2
5
5
7
8

7
3
6
9
8
4
7
0
0
2
3
3
5
2
9
7
5
0
5
1
2
9
5
8
7
3
1
1
2
5
2
2
0
3
0
9

5
6
6
4
2
4
5
0
0
1
2
3
4
4
4
8
3
7
7
8
7
7
4
3
2
0
7
0
2
8
1
1
4
7
3
0

　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
1
4
4
4
5
5
6
5
5
3

5
1
9
9
1
8
1
6
8
5
0
4
6
2
2
9
9
2
2
7
4
2
0
0
3
5
5
1
6
2
2
5
9
5
6
9
8
8
8

4
8
3
1
4
6
8
4
2
3
0
8
5
8
3
3
3
7
5
4
2
3
0
0
8
4
8
6
6
7
0
7
4
2
1
1
9
4
6

6
4
4
6
2
5
9
2
4
9
3
5
7
3
4
3
0
2
0
3
4
5
8
1
7
4
0
3
2
9
1
0
3
2
2
5
8
3
．
3

4
8
5
4
6
7
6
4
8
6
8
0
0
1
0
1
8
2
7
5
7
8
8
1
6
7
6
4
5
7
9
9
5
8
5
8
2
9
8

1
1
2
2
2
2
1
2
2
4
4
5
5
5
5
4
3
4
4
7
7
7
7
8
7
7
8
8
0
2
1
2
3
3
4
3
3
0
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2，723

3，200

7，200

8，000

9，000

3，964

5，964

9，464

12，964

12，165

14，665

16，165

18，665

20，665

2
9
5
8
6
2
0
5
2
4
7
0
2
7

3
1
7
9
1
7
7
4
9
4
4
1
1
9

6
9
4
1
8
9
5
5
1
3
9
0
9
9

8
8
9
0
0
0
0
0
1
1
2
3
4
4

　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

””…

7
1
6
5
4
9
4
4
7
4
1
7
8
4
0
0
0
8
8
3
0
2
7
0

6
2
7
3
3
1
0
8
8
0
9
5
9
8
6
3
5
6
1
8
2
6
3
0

9
2
4
7
9
8
4
6
4
8
9
2
0
3
4
6
4
9
6
3
5
7
5
5

2
4
7
8
1
9
2
4
7
9
1
2
9
1
2
8
7
4
6
9
0
8
3
2

　
　
　
　
1
　
1
1
1
1
2
2
1
2
4
3
3
3
3
3
4
2
2
1

4
0
1
1
1
1
4
3
8
3
5
9
9
6
2
8
0
8
8
2
7
3
3
5
0
5
5
2
2
5
5
1
7
1
9
5
0
6
3

9
0
3
8
6
9
0
4
7
9
3
1
7
2
3
2
3
9
0
0
1
0
5
0
9
3
4
6
0
5
0
0
4
1
9
2
5
3
8

4
0
7
7
8
9
8
3
7
9
0
8
7
2
3
3
1
1
5
2
9
9
1
4
1
2
8
6
7
1
6
9
0
4
4
4
6
0
3

8
0
0
1
2
4
6
7
4
7
8
8
9
1
2
2
3
4
4
9
0
2
8
8
1
3
0
7
2
4
1
5
5
5
7
6
1
8
0

　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
5
5
5
3
1
3
3
3
5
2
1

　　　2，053

　　　2，032

　　　1，986

　　　2，148

　　　2，257

　　　2，781

　　　3，198

　　　3，202

　　　3，340

　　　3，555

　　4，251

　　4，486

　　4，268

　　6，352

　　6，660

　　7，824

　　8，193

　　8，792

　　7，717

　　7，267

　　7，877

　　7，999

　　　5，824

　　　5，822

　　　　734

　　2，585

　　3，229

　　8，758

　　11，520

△32，352

　　8，524

　　6，875

　　517

　　570

　　502

1，430

重三郎

5
3
0
1
4
4
1
3
8
1
7
4
1
5
0
0
0
1
2
2
4
6
0
2
9
0
4
5
0
6
0
1

1
4
8
6
2
2
3
2
2
0
2
2
0
3
5
5
5
7
9
3
5
1
0
9
6
1
1
5
0
8
8
2

7
2
7
9
1
2
3
1
1
1
0
5
4
6
5
5
5
5
5
3
7
1
1
3
5
7
4
1
1
1
2
9

2
3
4
3
2
1
2
2
2
2
2
1
1
　
　
　
　
　
　
2
5
9
4
0
3
7
4
8
1
2
2
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3

2
8
0
2
5
8
8
0
6
6
9
2
1
5
9
9
6
7
8
7
3
7
0
9
7
0
8
2
1
1
1
1

1
1
7
8
8
6
1
0
6
9
4
2
8
8
6
6
4
2
5
3
4
2
0
2
3
5
8
2
7
9
9
7

1
9
3
1
4
0
3
9
0
8
8
8
3
0
6
1
9
7
8
4
2
7
2
3
8
8
1
0
1
2
2
3

2
3
4
5
2
3
3
4
5
5
6
8
0
2
5
7
6
6
1
2
3
9
0
1
1
8
4
8
3
6
6
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
　
1
3
7
2
5
8
2
6
6
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1

1
7
4
8
2
8
5
3
7
8
4
5
1
2
3
4
5
8
0
5
2
6
4
9
6
6
6
1
0
1

5
4
3
7
8
5
6
5
4
7
2
7
5
7
2
8
2
2
7
1
2
7
2
6
7
2
3
3
8
2

9
4
5
4
0
2
3
1
3
2
9
3
9
3
7
7
7
9
9
6
2
9
1
8
6
3
4
3
7
5

3
1
　
1
5
7
0
9
8
6
2
4
3
5
5
6
3
4
5
5
6
1
0
7
6
7
2
5
3
3

　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
2
6
5
5
9
9
9
8
8
8
8
4
3
3

0
3
5
2
2
7
2
6
0
7
7
8
4
1
1
5
1
7
3
1
7
0
0
0
3
3
1

0
1
4
4
7
6
5
9
5
5
2
5
6
5
8
7
7
5
7
5
1
2
2
4
8
8
6

4
7
2
0
7
2
4
8
1
6
5
7
6
3
0
4
3
0
3
1
7
8
7
7
1
7
5

1
2
2
3
3
5
6
6
8
9
0
1
2
3
3
8
4
5
4
6
2
4
7
3
9
7
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
2
1
1
1

0
3
0
り
2

ぷ
讐
9
0
5

C
U
7
0
∨
2

　
　
　
1

‥‥‥

0
1
2
2
6
6
0
6
7
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
6
2
2
9
4
0
0
5
0
2
6
1
2
0
0
0
0
0
0

3
5
6
0
2
7
4
5
7
1
6
3
5
2
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

5，478

5，592

6，880

6，774

6，658

5，794

5，291

5，051

6，035

6，217

6，217

6，417

6，781

7，217

8，540

11，524

11，524

5，466

【
U
ウ
■
3

1
2
6

」
●
7
7

2
り
白
2

17，930

17，930

30，076

40，827

50，827

37，227

3，074

3，307

3，794

4，180

4，682

4，967

5，279

5，441

5，894

6，591

8，285

9，018

9，896

10，935

11，950

14，824

15，258

15，258

15，258

15，258

5，805

5，921

6，630

11，630

10，505

12，531

27，176

26，061

25，961

25，694

28，125

35，879

30，812

28，447

18，826

18，668

総計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
）
　
　
　
　
　
）
　
　
）
）
）
）
）
）
）

1
4
8
6
6
7
9
2
3
0
0
5
9
1
4
3
4
0
7
2
6
0
9
0
1
9
8
0
6
0
8
1
3
6
2
0
8
8
0

4
0
4
9
4
9
3
2
0
6
1
5
6
3
7
5
8
0
7
3
8
1
0
6
5
4
5
2
4
9
6
6
9
6
0
1
1
4
5

3
0
2
0
5
4
0
1
3
4
0
4
6
6
2
5
7
1
6
5
1
1
4
5
2
9
2
4
6
6
5
1
4
5
0
1
7
5
3

4
0
0
4
6
1
0
1
4
3
4
5
0
5
5
5
8
5
2
1
1
2
8
0
2
9
8
3
0
4
7
6
1
9
8
1
3
6
6

3
4
5
5
5
6
5
6
6
9
9
9
0
1
0
1
1
3
3
7
7
8
6
9
9
3
3
2
8
3
5
0
6
9
0
9
4
1
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
6
5
6
5
3
4
3
3
3
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　

（
（
（
（
（
（
（

（出典）

（注）

小山家r祭資金台帳』（明治弐拾三年、大正十四年）。
（1）各年末の資産額を翌年2月1日の祭資会で確認した金額。ただし、祭資会積立金差引後、すなわち資科上でいう「確定財産」。
（2）1927年の「総計」には、八郎22，451円・二郎23，246円を、28年の「総計」には、八郎22，650円・二郎23，518円を含む。

（3）17・18年の「総計」は、計算上と若干くいちがうが、そのままにした。
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表2 小山家祭資会積立金

（単位 円）

年次

羅
締
・
廷
蝶
釆
田
刈
田

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

久左衛門 允商店 重右衛門　　甚三郎 忠五郎 米治郎 清右衛門 五郎 徳三郎 伴平 八五郎 房全 末次郎 三平

50

38

153

90

33

79

98

101

357

27

54

84

62

94

1
1
9
1
6
1
5
3
6
2
7
5
0
1
5
9
3
1
0
0

2
5
4
7
7
4
3
7
5
9
6
0
5
5
3
1
5
8
3
2

　
1
1
　
　
　
　
　
　
5
1
2
5
1
3
3
2
3
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

0
0

0
∨
6

0
2
0
1
4
2
3

3
1
1
1
1
1
2

20

0
0
1
1
7
6
0

3
1
2
2
3
3
1

10

3
2
8
8
4

5

1

18

重三郎

7
4
0
∨
企
U

1
1
　
　1

15

15

14

120

24

30

60

105

105

75

に
∨
0
7
2

　
1

」
桧
0
ぜ
7
2

2
1
1
38
1
3
4
7
ρ
0
7
0
●
5

2
3
9
　
　
0
ソ
7
・
8
4
0
0
ピ
」
7

7
6
8
6
£
U8
り
’

り
’
3
1
6

0
㎡
3
ぷ
号

4
8
364

12

0
1
6
1
9
2
8
2
2
7
5
2
5
3
8
9
1
肘
4
7
3
5

61

106

286

255

221

ρ

0
ビ
0
1
775

4
3
4

　
1

【

」

4

1
8
1
1
0
0
4
下

　
1

40

33

135

67

ρ

0
0
0

　
1
3

54

106

100

150

95

120

200

112

97

23

50

ウ
白
0
2

1
1
37
0
1
329
63

103

48

6
0

3
0
0
35

（

0
」
管
3
0
3
7

3，500

600

15

35

C
J

2
C
U

2
3
0
㎡

42

」
苛
0
り
’
【
」
2

4
1
3
3
0

　
　
り
’
0

　
　
　
1

1，255

　　120

3
0
4
8

60

4
4
3
6
4
5
3
7
5
6
6
7
0

2
2
4
3
1
3
4
2
3
2
2

159

170

320

53

57

2
」
号
3
0

1
　
1

eO

5
2
ウ
6

　
　
　
1
13

3
6
0
口
∨

　
　
1
1
4

4
3
ロ
J

1
　
3

0
4

3

ρ

0
0
3
8
0
∨

　
－
1
3
8

364

322

300

2
8
5
1
3
0
9
5
4
1
2
2
7
2
1
5
3
8

1
　
1
1
1
1
　
　
1
2
5
2
2
3
3
4
1
1

　　3

21

154

」
苛
3

＝
」
5

　
4

2
3

7
り
0

　
2

計 累計

5
2
0
2
1
8
4
4
6
1
0
4
1
1
1
7
5
4
3
3
6
1
8
8
9
2
2
8
4
2
3
0
8
5
7
5
4
6
4
6

1
1
8
9
6
7
6
4
5
4
9
7
9
9
8
0
2
5
7
0
9
6
3
6
4
9
8
1
4
7
5
9
9
0
0
1
6
1
5
8

1
　
　
1
1
　
1
　
1
1
4
　
　
1
1
2
4
2
4
2
2
4
3
2
2
2
8
7
9
0
5
6
3
5
7
0
2
1
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
1
8
　
　
1
　
　
　

1

9
3
0
1
2
4
1
6
1
7
0
5
1
6
3
1
3
3
3
4
4
7
0
7
5
0
1
1
6
7

9
4
2
9
1
9
3
5
5
2
7
9
3
4
2
2
1
5
8
2
1
0
9
1
7
5
8
2
9
2

0
3
6
9
4
8
6
2
1
8
6
3
3
3
4
6
5
3
5
0
4
1
5
2
8
5
1
9
1
5

2
2
2
2
3
3
4
5
6
6
7
8
9
0
1
2
4
8
0
3
2
4
7
1
4
8
2
5
0
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6

　　115

　　136

　　227

　　438

　　621

　　667

　　885

輻010
1，248

1489

（出典）

（注）

小山家r祭資金台帳』（明治弐拾三年、大正十四年）。

（1）1929年の「計」には、八郎7円、二郎9円を含む。
（2）各年2月1日に決定された金額。
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円
を
越
え
、
さ
ら
に
第
一
次
大
戦
の
好
況
期
に
急
増
し
て
一
九
一
九
年
に
は
六
三
万

円
に
も
達
し
、
一
族
総
資
産
の
ピ
ー
ク
を
な
し
た
。
し
か
し
二
〇
年
代
、
と
く
に
二

三
年

よ
り
急
減
し
二
八
年
に
は
二
五
万
円
に
ま
で
減
少
し
た
。

　
各
家
毎
の

資
産
額
を
み
る
と
、
や
は
り
本
家
が
抜
き
ん
で
た
額
を
示
し
て
お
り
、

次
い
で
甚
三
郎
家
・
重
右
衛
門
家
・
清
右
衛
門
家
、
さ
ら
に
一
九
〇
〇
年
頃
に
分
家

し
た
五
郎
家
な
ど
が
重
き
を
な
し
て
い
る
。
と
く
に
清
右
衛
門
家
は
後
述
の
よ
う
に

製
糸
業
も
独
自
に
経
営
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
大
戦
期
頃
の
製
糸
業
の
好
況
期
に
資

産
が
一
〇
倍
以
上
も
急
増
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
後
ま
も
な
く
生
糸
価
格
暴
落

の

た

め
に
経
営
破
綻
を

来

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
。

　

以
上
の
よ
う
な
資
産
の
も
と
で
、
表
2
に
示
し
た
よ
う
な
「
祭
資
積
立
金
」
が
蓄

積
さ
れ
た
。
各
家
の
拠
出
状
況
を
み
る
と
全
体
と
し
て
純
益
を
上
げ
得
ず
に
積
立
金

を

支
出
し
え
な
い
年
が
か
な
り
多
い
。
し
か
し
そ
の
中
で
や
は
り
久
左
衛
門
家
は
比

較
的
安
定
的
に
純
益
を

上
げ
て
お
り
、
拠
出
金
も
多
い
。
こ
う
し
た
経
済
的
力
量
が

本
家
の

同
族
団
内
に
お
け
る
権
威
を
支
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
本
家
と
い

え
ど
も
積
立
金
を
支
出
し
え
な
い
年
も
あ
り
、
ま
た
第
一
次
大
戦
期
に
な
る
と
五
郎

家
や
清
右
衛
門
家
な
ど
は
本
家
よ
り
は
る
か
に
多
額
の
積
立
金
を
拠
出
し
て
お
り
、

事
業
利
益
、
そ
し
て
積
立
金
拠
出
に
あ
っ
て
本
家
が
必
ず
し
も
絶
対
的
な
地
位
に
あ

っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
本
家
に
次
い
で
や
は
り
甚
三
郎
家
・
重
右
衛
門
家
・
清
右
衛

門
家
な
ど
が
積
立
金
の
蓄
積
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
ま
た
第
一
次
大
戦
末
期
の

各
家
の

高
収
益
を
反
映
し
て
二
〇
年
の
積
立
額
は
八
五
五
三
円
に
も
上
っ
て
お
り
、

こ
う
し
て
初
年
度
一
一
五
円
で
出
発
し
た
「
祭
資
積
立
金
」
は
以
後
徐
々
に
増
加
し
、

一
九

二
九
年
に
は
六
万
四
千
円
に
達
し
て
い
た
。

　

こ
の
積
立
金
の
具
体
的
な
運
用
・
使
途
に
つ
い
て
は
後
述
の
よ
う
に
同
族
の
経
営

破
綻
等
に
お
け

る
相
互
扶
助
的
な
も
の
も
も
ち
ろ
ん
存
在
し
た
し
、
ま
た
祖
先
祭
祀

関
係
で
は
や
は
り
一
族
の
共
同
墓
地
建
設
の
費
用
が
比
較
的
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
一
九
一
一
年
に
は
共
同
墓
地
の
石
材
石
工
料
三
五
〇
円
を
こ
れ
か
ら

支
出
し
て
い
た
し
、
一
九
一
九
年
の
墓
地
納
骨
堂
建
設
費
四
五
二
〇
円
の
三
分
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

を

こ
の
積
立
金
か
ら
出
し
て
い
た
。

四

　
各
商
家
経
営
の
展
開
と
同
族
団

　
本
章
で
は
、
各
商
家
経
営
と
同
族
団
（
一
族
会
）
と
の
関
係
を
中
心
に
検
討
す
る
。

　
ま
ず
小
山
同
族
は
、
各
家
の
商
店
規
則
で
あ
る
「
小
山
同
姓
会
規
則
」
を
一
九
〇

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

二
年
四

月
に
改
正
し
て
お
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
各
商
店
共
通
の
規
則
に
よ
っ
て
商
業

活
動
を
統
制
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
改
正
規
約
は
一
一
章
五
九
条
か
ら
な
る

も
の
で
、
章
名
の
み
掲
げ
る
と
、
総
則
・
営
業
方
針
・
商
店
監
督
法
・
店
員
見
習
養

成
法
・
教
育
方
針
・
礼
則
・
奨
励
法
・
衛
生
・
慰
労
休
憩
ノ
事
・
火
之
元
患
者
取
締

法
・
罰
則
、
で
あ
る
。
そ
し
て
商
店
の
財
務
処
理
の
方
法
か
ら
店
員
の
構
成
、
店
員

の

待
遇
等
が
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
九
〇
二
年
五
月
に
は
、
「
同
姓
会
」

で
各
商
店
合
同
の
茶
話
会
を
年
二
回
各
店
輪
番
制
で
開
く
こ
と
に
し
て
お
り
、
各
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

の

店
員
を
全
体
と
し
て
統
合
し
、
帰
属
意
識
を
高
め
さ
せ
る
こ
と
を
図
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
各
家
商
店
の
取
扱
商
品
は
、
「
祭
資
会
」
・
「
同
姓
会
」
で
審
議
し
決
定
し
て

い

た

よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
　
一
八
九
三
年
の
『
一
族
会
日
誌
』
に
は
「
金
建

議
　
汽
車
開
通
ノ
後
〔
同
年
四
月
、
信
越
線
碓
氷
峠
開
通
〕
兎
ニ
テ
薩
摩
芋
卸
売
専
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売

発
伴
平
ニ
テ
小
売
専
売
ヲ
可
然
見
込
」
（
三
月
五
日
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
一
族
会
が
部
分
的
に
各
商
店
経
営
の
意
思
決
定
機
関
と
し
て
の
機
能
も
有
し

て

い
た

が
、
し
か
し
も
ち
ろ
ん
各
家
・
各
商
店
経
営
の
内
容
は
多
様
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
次
に
本
家
の
ほ
か
い
く
つ
か
の
家
に
つ
い
て
若
干
立
ち
入
っ
て
み
て
み
よ
う
。

⇔

久
左
衛
門
家

　
同
家
『
店
揚
帳
』
各
年
次
に
よ
る
と
、
一
八
九
〇
年
代
の
「
製
糸
純
益
」
「
商
店

利
益
」
は
表
3
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
ど
ち
ら
も
か
な
り
変
動
が
大
き
い
が
、

す
で

に
一
八
九
三
年
よ
り
商
業
経
営
に
よ
る
利
益
よ
り
製
糸
経
営
に
よ
る
利
益
の
方

が
多

い
。
製
糸
経
営
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
同
家
は
す
で
に
一
八
九
〇
年

に

は
’
「
店
」
と
「
奥
」
（
家
計
）
は
分
離
し
て
い
る
。
し
か
し
昭
和
初
期
に
至
っ
て
も

資
本
金
は
六
万
八
千
円
に
す
ぎ
ず
、
酢
久
商
店
の
発
展
は
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
奉
公
人
分
家
を
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
は
こ
れ

商家同族団と祖先祭祀・事業経営

　　表3　小山久左衛門家の収益

　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

「商店利益」

（2，070）

1，377

　　160

1，395

2，159

1，936

「製糸純益」年次
　　856

4，297

　　641

5，436

3，631

2，305

1891

　　93

　　94

　　95

　　97

　　99

（出典）　同家r店揚帳』各年次。

（注）各年1～12月。

を

裏
付
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ

し
「
店
」
に
つ
い
て
は
そ
の

帳
簿
類
が
な
い
た
め
、
そ
の
財
務

状

態
は
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で

「
奥
」
に
つ
い
て
若
干
検
討
し
て

み

る
こ
と
に
す
る
。

　
表

4
・
5
が
一
九
〇
〇
年
代
お

よ
び
一
九
二
〇
年
前
後
の
同
家

「
奥
帳
場
」
の
主
要
勘
定
で
あ
る
。

（単位　円）表4　小山久左衛門家奥帳場勘定

08年07年04年 05年 06年目 1903年項

20，248

8，202

54，587

11，106

5，320

22，563

8，266

50，017

6，193

5，001

25，172

9，068

46，800

8，017

1，479

27，879

7，589

44，137

10，448

15，467

26，693

5，255

39，505

9，841

　　　217

29，479

7，100

35，247

14，425

4，382

　

金

債

式

貸
貸

貸
　
店
館

　
　
　
　
　
　
水

産　

諸
公
株
商
純

資

24，232

29，442

10，000

11，632

26，782

△1，702

20，643

15，947

10，000

7，600

22，230

6，707

23，060

15，000

15，000

4，875

23，629

27，043

14，295

23，000

10，622

22，034

34，264

13，859

10，000

　　　830

10，910

2，538

｝

34，985

12，600

19，236

8，493

負債
遺産積立金

実益積立金

約束手形借
銀行当座借越

諸預り金
純　益　金

計 93，287 ・58461・・ち655 ・・6881
94，212　　　102，090

（出典）　同家『決算帳』各年次。

（注）（1）各年12月末現在。

　　　②実益・遺産積立金の数値が表1と一致しない箇所があるが，そのままにしておいた。

　　　（3）所有不動産は別勘定となっている。

ま
ず
、
こ
の
表
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
「
奥
」
か
ら
か
な
り
同
族
各
家
に
貸
金
を

し
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
一
九
〇
〇
年
末
の
場
合
、
分
家
ま
も
な
い
五
郎
家
に
八
千
円
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

清
右
衛
門
家
に
四
五
〇
〇
円
、
忠
五
郎
家
に
三
四
〇
〇
円
貸
し
出
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
無
利
子
と
利
子
付
き
の
場
合
と
両
方
あ
る
が
、
と
く
に
無
利
子
の
場
合
に
は
、
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表5　小山邦太郎家奥帳場勘定　　　　（単位　円）

・9・6∋・92・年t・92・∋ 1924年 1926年目項

　　2，613

18，670

37，155

53，118

431，040

25，078

18，270

36，402

47，613

　　9，541

345，641

　　7，379

18，270

44，457

10，037

38，787

236，728

12，583

18，270

40，136

73，098

200，000

23，571

13，918

26，584

15，100

30，871

63，594

資産
　土

　家

　貸　付

地

屋

金

酢久商店
純　水　館
株式・出資金

　　53，077

　　79，821

　　58，753

148，051

108，600

△　1，175

64，053

76，652

80，676

134，607

33，000

10，415

46，265

76，670

75，172

148，612

　　1，240

10，133

　　42，269

　　76，833

　　75，172

117，733

　　　　134

　　41，629

△　2，085

28，837

46，881

7，574

65，551

1，064

25，035

　

金

金

金

金

金

店

益

　
立

立

　
　
　
商
純

　

積
積
立

　
　
　
　
　
り
入

債

益

産

　
　
久
期

　

実
遺
積
預
借
酢
当

負

計 17己5731 356，864　　　360，689　　　427，662　　　547，815

（出典）1917年：同家『日記簿』，20・21年：同家r金銭出納簿』，24・26年：同家r仕

　　　　訳日記帳』。

（注）　前表注（1）・②と同じ。

本
家
の
分
家
庇
護
、
経
済
的
援
助
と
い
う
意
味
が
大
き
い
。
ま
た
本
家
を
中
心
と
し

た

同
族
の
製
糸
経
営
が
法
人
化
（
合
名
会
社
第
一
純
水
館
、
一
九
〇
三
年
）
さ
れ
た

後
も
、
横
浜
生
糸
売
込
問
屋
の
渋
沢
商
店
か
ら
資
金
借
入
を
行
い
（
表
4
の
「
約
束

手
形
借
」
の
一
部
）
、
同
時
に
製
糸
経
営
に
貸
出
も
し
て
い
る
（
表
4
の
「
純
水
館
貸
」
）
。

た

と
え
ば
一
九
〇
七
年
末
お
よ
び
〇
八
年
末
に
は
渋
沢
商
店
か
ら
一
万
円
を
約
束
手

形
で
借

り
て
い
た
が
、
同
時
に
「
純
水
館
」
に
そ
れ
ぞ
れ
五
千
円
余
り
の
貸
金
残
高

　
　
　
（
3
7
）

が
存
在

し
た
。
こ
の
よ
う
に
久
左
衛
門
家
は
同
族
各
家
や
同
族
出
資
に
か
か
る
製
糸

経
営
の
一
種
の
金
融
の
セ
ン
タ
ー
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
各
家
へ
の
援
助
は
「
祭
資

積
立
金
」
の
み
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
や
は
り
本
家
自
身
の
役
割
で
も
あ
っ
た
。

つ
ま
り
こ
の
同
族
団
も
本
家
中
心
主
義
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
各
家
は
経
済
的
に

も
決
し
て
フ
ラ
ッ
ト
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
い
つ
ま
で
続
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
一
九
一
七
・
一
八
年
の
企
奥
帳
場
『
元
帳
』
に
よ
る
と
小
山
八
五
郎

や
小

山
忠
五
郎
に
時
折
数
千
円
単
位
の
現
金
を
貸
し
付
け
て
い
る
。
八
五
郎
家
・
忠

五
郎
家

と
も
す
ぐ
後
に
み
る
よ
う
に
一
九
二
〇
年
前
後
に
経
営
破
綻
が
表
面
化
し
て
、

そ

の

善
後
策
を
「
同
姓
会
」
・
「
祭
資
会
」
で
協
議
し
て
い
た
か
ら
、
同
族
の
協
議
と

な

る
前
に
本
家
が
分
家
の
経
営
悪
化
に
対
し
て
資
金
援
助
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
一
九
二
五
年
に
い
た
っ
て
も
、
金
奥
帳
場
『
元
帳
』
に
よ
れ
ぽ
、
個
人

製
糸
経
営
が
破
綻
し
た
小
山
清
右
衛
門
家
（
後
述
）
に
二
回
に
わ
け
て
一
万
四
二
〇

〇

円
を
貸
し
付
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
分
家
扶
養
と
い
う
本
家
の
役
割
は
、
大
正

末

期
ま
で
な
お
自
覚
さ
れ
、
ま
た
期
待
さ
れ
て
、
現
に
行
わ
れ
も
し
、
本
家
の
同
族

団
内
に
お
け
る
中
心
と
し
て
の
位
置
は
な
ん
と
か
保
ち
続
け
て
い
た
。
そ
し
て
表
5

に
み

ら
れ
る
よ
う
に
同
家
の
財
政
状
態
は
二
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
そ
れ
ほ
ど
悪
化
し

て

は

い

な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
同
家
の
財
政
は
か
な
り
急
速
に
悪
化
す
る
も
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
は
不
況
と
そ
れ
に
続
く
恐
慌
に
よ
る
純
水
館
及
び
商
店
経
営
の
悪

化
、
ま
た
八
郎
・
二
郎
の
分
家
（
一
九
二
七
年
）
、
敬
三
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
（
一
九
二

〇
～
二
八
）
と
帰
国
後
の
ア
ト
リ
エ
開
設
、
震
災
で
資
産
皆
無
と
な
っ
た
房
全
家
へ

の

援
助
、
そ
し
て
さ
ら
に
本
家
当
主
の
政
界
進
出
も
一
つ
の
契
機
と
な
っ
て
い
た
。

　
最
後
の
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
九
一
八
年
に
相
続
し
て
本
家
当
主
と
な
っ
た
邦
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太
郎
は
大
正
後
期
以
降
、
同
族
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
政
界
に
進
出
し
た
。
ま
ず
一

九
一
九
年
の
長
野
県
議
会
議
員
選
挙
立
候
補
の
要
請
を
地
元
青
年
団
等
か
ら
受
け
た
。

し
か
し
こ
の
時
は
「
同
姓
会
」
で
協
議
の
上
、
断
っ
た
。
す
な
わ
ち
『
一
族
会
日
誌
』

に

よ
れ
ぽ
、
「
右
候
補
者
ト
シ
テ
小
山
邦
太
郎
氏
ヲ
推
薦
セ
ン
ト
ス
ル
有
志
中
青
年

団
ハ
今
朝
新
聞
紙
上
二
発
表
セ
ル
ヲ
以
テ
臨
時
同
姓
会
ヲ
開
キ
本
人
及
同
姓
一
同
ノ

〔辞
退

の
〕
決
心
ヲ
堅
メ
」
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
先
代
亡
後
一
周

年
、
家
政
、
事
業
、
公
共
、
各
方
面
ノ
統
理
ハ
此
際
到
底
県
会
議
員
立
候
補
者
ノ

如
キ
責
任
ヲ
負
フ
事
能
ハ
ズ
」
と
い
い
、
「
今
期
ハ
断
然
辞
退
ス
　
以
上
ハ
本
人
及

同
姓
一
同
熟
議
ノ
結
果
ナ
レ
バ
今
後
如
何
ナ
ル
交
渉
ヲ
受
ク
ル
モ
応
ゼ
ザ
ル
コ
ト
」

（
以

上
、
一
九
一
九
年
九
月
一
九
日
）
と
い
う
固
い
決
定
を
し
た
。
し
か
し
邦
太
郎

の

政
治
へ
の
情
熱
は
止
み
難
く
、
一
九
二
三
年
に
は
つ
い
に
県
議
に
立
候
補
し
、
当

選

し
た
。
こ
の
時
、
「
県
議
立
候
補
ノ
場
合
同
姓
一
同
ノ
意
向
二
対
シ
熟
議
ヲ
欠
キ

タ
ル
…
…
…
陳
謝
セ
リ
」
（
二
三
年
一
〇
月
六
日
）
と
あ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
一
族

の

承
認
の
下
で
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
二
八
年
三
月
に
は
衆
議
院
議

員
に
当
選
し
た
。
こ
の
際
に
も
、
　
一
族
は
衆
議
立
候
補
反
対
の
意
見
書
を
し
た
た
め
、

立
候
補
取

り
止
め
を
説
得
し
た
が
、
結
局
「
効
果
薄
キ
ヲ
認
メ
タ
ル
ヲ
以
テ
余
儀
無

ク
之
ヲ
容
認
ス
」
（
二
八
年
二
月
一
日
）
と
い
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
当
選
に
よ

っ

て

本
家
の

商
店
経
営

と
出
資
取
扱
に
つ
い
て
は
二
郎
が
監
督
し
、
純
水
館
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

に

つ
い
て

も
重
役
増
員
の
措
置
を
採
っ
た
。
ま
た
選
挙
費
用
支
出
は
資
産
の
取
り
崩

し
を
伴
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
二
九
年
二
月
一
日
の
「
祭
資
会
」
で
は

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
金

本
宅
主
人
前
年
来
政
治
機
関
二
参
与
ノ
結
果
ト
数
年
来
ノ
不
況
ト
ニ
依
リ
決

算
面
二
対
シ
多
少
善
後
策
ヲ
講
ス
ル
ノ
状
況
ニ
ア
リ
ト
為
シ
一
部
間
接
ニ
ア
ル
有
価

証
券
ノ
売
却
処
分
二
依
リ
貸
借
ノ
上
二
縮
少
ヲ
図
リ
以
テ
局
面
展
開
ノ
挙
二
出
ズ
ル

ヲ
可
ト
シ
一
同
二
発
表
協
賛
ヲ
求
メ
ラ
L
れ
た
。
こ
う
し
て
一
九
二
〇
年
代
末
に
本

家

の

経
済
的
優
越
性
、
そ
し
て
本
家
の
権
威
は
急
速
に
か
つ
大
き
く
崩
れ
て
い
っ
た

の

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
祭
資
会
」
に
つ
い
て
も
、
本
家
戸
主
の
政
治
活
動
の
た
め
の
不
在
が
開

会
延
期
の

直
接
の
契
機
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
三
一
年
の
『
一
族
会
日
誌
』
に

は

「
来
ル
ニ
月
一
日
ノ
祭
資
会
ハ
昨
年
ハ
金
主
人
衆
議
院
議
員
立
候
補
ノ
タ
メ
其

儘
ト
ナ
リ
本
年
ハ
議
会
開
会
中
ノ
タ
メ
延
期
シ
テ
来
ル
四
月
一
日
二
行
フ
事
二
決

ス

」

（
一
月
一
八
日
）
、
「
祭
資
会
ハ
企
主
人
多
忙
ナ
リ
シ
タ
メ
五
月
初
旬
開
催
ノ

寸
」
（
四
月
二
七
日
）
な
ど
と
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
以
降
、
「
祭

資
会
」
は
開
か
れ
る
こ
と
な
く
、
本
家
は
祖
先
祭
祀
の
主
宰
権
を
も
自
ら
放
棄
し
て

ゆ
き
、
祖
先
祭
祀
を
軸
と
し
た
同
族
結
合
は
大
き
く
解
体
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た

の

で
あ
る
。

⇔

　
七
四
郎
家

　
七
四

郎

は
、
甚
右
衛
門
の
四
男
で
あ
る
。
彼
は
、
一
九
〇
二
年
三
〇
歳
の
時
、
県

内
東
筑
摩
郡
明
科
停
車
場
付
近
に
資
本
金
一
千
円
を
も
っ
て
雑
貨
商
店
を
開
業
し
、

分
家

し
た
。
七
四
郎
が
、
小
諸
で
は
な
く
遠
隔
地
に
店
を
開
い
た
の
は
、
本
人
の
強

い
希
望
が

あ
り
、
た
と
え
失
敗
し
て
も
再
び
甚
右
衛
門
家
に
援
助
を
要
請
し
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

い

う
条
件
で
、
こ
れ
に
消
極
的
な
一
族
会
は
や
む
な
く
承
認
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
明
科
小
山
七
四
郎
開
店
以
来
段
々
失
敗
ヲ
重
ネ
…
…
…
此
ノ
儘
ニ

テ

ハ
到
底
立
行

カ
ザ
ル
ニ
付
キ
」
、
一
九
〇
五
年
甚
右
衛
門
は
、
自
分
の
保
証
の
上
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で
一
千
円
の
無
尽
を
一
族
会
に
請
求
し
た
。
こ
の
結
果
、
「
全
人
二
於
テ
在
来
ノ
不

始
末
ヲ
悔
悟
シ
凡
テ
ノ
点
二
於
テ
大
改
革
ヲ
為
シ
本
店
へ
契
約
書
差
入
」
の
上
、
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

四

郎
ほ

か
同
族
八
名
で
「
明
科
頼
母
会
」
な
る
無
尽
を
つ
く
っ
た
。

　
し
か
し
結
局
、
翌
一
九
〇
六
年
三
月
四
日
、
甚
右
衛
門
よ
り
破
産
報
告
が
な
さ
れ
、

早
速
、
弟
八
五
郎
な
ど
が
現
地
に
派
遣
さ
れ
、
負
債
等
の
示
談
を
行
っ
た
も
よ
う
で
、

同
月
一
二
日
明
科
の
店
は
閉
じ
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
は
、
右
記
の
よ
う
に
「
是
迄
蓋

ス

ベ
キ

事
ハ
充
分
二
蓋
シ
タ
ル
今
日
ナ
レ
バ
縦
令
如
何
様
二
陥
入
ル
モ
関
係
セ
ザ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

意

見
二
付
キ
…
…
…
同
姓
一
同
モ
其
心
得
ア
リ
タ
シ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
再
び

店
を
開
く
こ
と
は
な
く
、
「
祭
資
会
」
に
も
参
加
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
甚
右
衛
門

家

に
戻

り
家
業
に
従
事
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⇔
　
八
五
郎
家

　
八
五
郎
は
前
述
の
よ
う
に
、
一
九
〇
九
年
に
旅
順
に
渡
り
、
大
豆
粕
製
造
・
味
噌

醤
油
醸
造
を

開
始
し
た
。
こ
れ
は
や
は
り
「
満
州
」
で
大
豆
粕
製
造
を
志
す
小
諸
町

の

吉
沢
代
五
郎
な

る
人
物
よ
り
共
同
事
業
経
営
の
勧
誘
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
本

家
当
主
の
久
左
衛
門
は
当
初
難
色
を
示
し
た
が
、
年
々
の
「
祭
資
会
」
に
出
席
・
報

告
し
、
「
同
姓
会
ノ
規
則
」
を
遵
守
す
る
と
い
う
条
件
の
下
で
一
族
会
で
承
認
さ
れ

た
。
ま
た
八
五
郎
は
「
事
業
上
資
金
モ
要
ス
ベ
キ
モ
其
多
少
ヲ
不
論
兄
〔
久
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

ー
引
用
者
〕
ノ
撰
ブ
処
二
任
ス
ト
ノ
事
」
と
い
う
か
ら
、
事
業
資
金
は
本
家
か
ら
か

な
り
支
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
八
五
郎
は
「
旅
順
醤
油
会
社
」
を

設
立

し
て
事
業
経
営
を
行
う
一
方
、
純
水
館
の
中
国
で
の
購
繭
の
担
当
者
と
も
な
っ

（4
3
）

た
。
一
九
一
五
年
頃
、
旅
順
醤
油
「
会
社
ノ
現
況
ハ
三
千
石
二
幾
ク
満
州
一
帯
之
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

隊
鉄
道
院
用
ノ
需
メ
ニ
応
セ
リ
天
津
青
島
モ
亦
然
り
L
と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
同
じ
一
九
一
五
年
に
は
「
旅
順
醤
油
会
社
」
の
共
同
経
営
者
た
る
吉
沢
代

　
　
　
　
（
4
5
）

五
郎
は
退
社
し
、
以
後
八
五
郎
の
単
独
経
営
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
表
1
・
2

か

ら
も
判
明
す
る
よ
う
に
、
大
戦
末
期
ま
で
経
営
は
停
滞
気
味
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

結
局
一
九
二
三
年
に
帰
国
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
情
に
つ
い
て
『
一
族
会
日
誌
』

に
は
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
会
員
八
五
郎
氏
事
業
上
二
於
ル
失
敗
前
後
策

二

関
シ
…
…
…
其
経
営
上
二
毎
回
祭
資
会
参
加
ノ
際
諒
解
ヲ
得
ツ
・
進
行
セ
シ
モ
画

策
其
宜
シ
キ
ヲ
得
ザ
リ
シ
為
収
支
意
外
ノ
欠
損
ヲ
生
ジ
同
姓
会
員
二
対
ス
ル
以
外
他

二

多
額
ノ
貸
越
シ
ヲ
生
ズ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
」
、
あ
る
い
は
「
大
正
八
九
年
ノ
好
況
二

乗
ジ

積
極
的
方
針
ヲ
取
リ
タ
ル
為
メ
其
緊
縮
ス
ベ
キ
時
機
ヲ
失
シ
不
測
ノ
損
失
ヲ
招

キ
」
と
。
そ
し
て
負
債
整
理
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。
ま
ず
本
人
所
有

の

山
林
を
処
分
し
て
五
千
円
、
こ
の
う
ち
二
六
三
〇
円
を
六
十
三
銀
行
と
小
諸
銀
行
、

小

山
徳
三
郎
（
千
円
分
）
に
支
払
い
、
残
り
二
三
七
〇
円
を
他
の
同
族
関
係
借
用
金

一
万
四
七
九

六
円
に
按
分
し
て
返
却
す
る
。
ち
な
み
に
八
五
郎
の
も
と
の
負
債
額
は

以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。
小
諸
銀
行
三
〇
〇
〇
円
（
及
び
利
子
二
〇
〇
円
）
、
六
十

三
銀
行
二
七
〇
〇

円
（
及
び
利
子
二
〇
〇
円
）
、
同
邦
太
郎
七
五
四
七
円
、
同
甚
三

郎
五
八
三
円
、
同
重
右
衛
門
一
一
六
六
円
、
同
清
右
衛
門
＝
六
六
円
、
同
徳
三
郎

一
七
四
九

円
、
同
五
郎
五
八
三
円
、
一
族
会
（
「
祭
資
積
立
金
」
）
三
〇
〇
〇
円
、
計

二
万
一
八
九
六
円
。
こ
れ
を
み
て
も
や
は
り
本
家
か
ら
の
借
入
金
が
も
っ
と
も
大
き

い

こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し
て
未
返
済
分
の
内
、
三
割
は
向
一
〇
年
無
利
子
年
賦
で

返
済
し
、
残
り
七
割
は
「
本
人
将
来
ノ
基
礎
ノ
確
立
二
援
助
ノ
好
意
」
と
い
う
こ
と

で
抹
消
し
た
。
そ
し
て
八
五
郎
は
以
後
東
信
社
に
勤
務
し
、
忠
五
郎
金
物
店
に
居
住
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す

る
な
ど
と
い
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

家
族
の

今
後
の
生
計
計
画
も
一
族
会
で
詳
細
に
決
定
さ
れ
た
。

四
　
忠

五

郎

家

　
忠

五
郎
家

も
、
一
九
一
〇
年
代
末
頃
か
ら
山
林
問
題
等
に
よ
り
「
財
状
欠
陥
ヲ

　
（
4
7
）

生

ジ
」
、
二
二
年
四
月
に
は
負
債
「
五
万
余
円
」
を
抱
え
て
い
た
。
こ
の
た
め
の
再

建
策

も
同
年
同
月
の
「
同
姓
会
」
に
お
け
る
協
議
に
よ
っ
て
、
ま
ず
金
物
商
店
を
一

族
の
出
資
に
か
か
る
会
社
組
織
と
す
る
こ
と
、
忠
五
郎
家
の
家
財
等
を
こ
の
新
会
社

に
売
却
す
る
こ
と
、
忠
五
郎
は
「
小
山
工
業
」
な
る
会
社
で
自
転
車
等
の
販
売
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

事
す

る
こ
と
、
等
が
決
め
ら
れ
た
。
ま
た
同
年
十
一
月
に
は
「
同
姓
会
」
で
、
金
物

商
店
を

株
式
会
社
組
織

と
す
る
こ
と
、
同
族
各
家
に
よ
る
出
資
の
半
額
を
「
祭
資
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

立
金
」
よ
り
各
自
名
義
で
借
用
す
る
こ
と
、
等
を
決
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
忠
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

は
成
績
回
復

ま
で
当
分
「
祭
資
会
」
参
加
を
遠
慮
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

㈲

清
右
衛
門
家

　

同
家
は
茶
商
店
経
営
と
と
も
に
、
独
自
に
製
糸
工
場
を
経
営
し
て
い
た
。
こ
れ
は

｝
九
一
〇
年
に
上
田
銀
行
の
所
有
し
て
い
た
（
抵
当
流
れ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

上

田
町
の
信
陽
館
を
七
二
〇
〇
円
で
購
入
し
、
信
精
館
と
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
一
九
一
六
年
に
火
災
焼
失
し
、
同
年
屋
代
の
「
旧
掛
川
製
糸
場
」
に

　
　
（
辺
）

移
転
し
た
。
そ
の
後
大
戦
期
に
は
か
な
り
の
利
益
を
上
げ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
や
は

り
こ
れ
も
二
〇
年
代
初
頭
に
経
営
危
機
に
陥
っ
た
。
ま
た
茶
商
店
経
営
も
停
滞
気
味

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
一
二
年
に
は
信
精
館
に
一
〇
万
円
の
欠
損
が
存
在
す
る
こ

と
が
判
明
し
、
ま
た
二
四
年
八
月
末
の
茶
商
店
の
バ
ラ
ン
ス
・
シ
ー
ト
に
よ
れ
ぽ

表6　合資会社酢清商店の貸借対照表（1924年8月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

債負産資

50，000

18，110

4，252

　　　500

　　　169

金

金

金

金

金

　
　
り

　
借

預
　
越

本

店

員
立
繰

店

貼
期

資
商
社
積
前

2，300

22，657

18，481

　　　106

　　　947

26，553

　　　　0

1，984

営業用器具機械
商　品　在　高

商店店貸金
振替貯　金
小山清右衛門へ預金

店舗倉庫建物
現　　　　金
損　　　　金

73，032計計 73，032

（出典）　「酢清商店要書」。

（表

6
）
、
払
込
資
本
金
五
万
円
・
積
立
金
五
〇
〇
円
・
前
期
繰
越
金
一
六
九
円
に
対

し
損
金
一
九
八
四
円
と
、
決
し
て
優
良
と
は
い
え
な
い
財
務
内
容
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
一
族
会
は
二
二
年
一
一
月
に
こ
の
信
精
館
の
経
営
を
純
水
館
に
吸
収
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

る
こ
と
と
、
茶
商
店
を
合
資
会
社
組
織
に
改
め
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

⇔
　
米
治
郎
家

　
同
家
は
前
述
の
よ
う
に
、
一
八
九
〇
年
代
に
一
族
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
同
家
は

長
野
県
上

田
に
居
住
し
て
い
た
が
、
一
族
会
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
空
米
相
場
に
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手
を

だ

し
た
こ
と
な
ど
が
問
題
と
な
っ
て
、
『
一
族
会
日
誌
』
に
は
「
仲
買
人
ノ
志

願
ヲ
断
然
止
メ
サ
ル
以
上
ハ
不
止
得
同
姓
一
同
ハ
金
銭
出
入
ヲ
禁
ス
コ
」
（
一
八
九

五
年
一
〇
月
二
日
）
な
ど
と
さ
れ
、
ま
た
一
九
〇
一
年
に
は
米
治
郎
に
つ
い
て
「
同

姓
脱
会
中
ノ
事
二
付
キ
…
…
…
」
（
四
月
七
日
）
と
あ
り
、
一
族
会
を
「
脱
会
」
し
て

い

る
。
し
た
が
っ
て
以
後
「
祭
資
会
」
・
「
同
姓
会
」
に
は
も
ち
ろ
ん
出
席
し
て
い

な
い
が
、
し
か
し
一
九
〇
三
年
五
月
に
同
家
の
破
綻
の
際
に
は
一
族
会
で
再
度
更
生

の

道
を

検
討

し
て
い
る
し
、
そ
の
後
も
「
同
姓
会
」
の
議
事
に
は
時
々
米
治
郎
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

は

見
え
て
お
り
、
完
全
に
縁
を
絶
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
以

上
、
六
家
を
例
に
そ
れ
ぞ
れ
の
商
家
経
営
と
一
族
会
と
の
関
係
を
考
察
し
た
。

そ

こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
は
、
第
一
に
、
各
商
家
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
経
営
を
営

ん

で
い
た

が
、
各
家
の
事
業
内
容
は
逐
一
、
一
族
会
で
検
討
さ
れ
、
特
に
新
規
事
業

は
そ

の

許
可
の

下
に
行
わ
れ
て

い
た

こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
手
続
き
の
下
で
な

さ
れ
た
事
業
経
営
は
、
た
と
え
破
綻
を
来
し
て
も
本
家
の
経
済
的
援
助
が
与
え
ら
れ

る
と
と
も
に
、
一
族
会
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
下
に
「
祭
資
積
立
金
」
等
を
利
用
し
た

更
生
の

道
が
計

ら
れ
、
そ
の
更
生
計
画
は
ま
た
詳
細
を
き
わ
め
た
こ
と
、
そ
し
て
一

族
会
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
行
わ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
は
一
族
会
は
か
な
り
強
硬
に

そ
の
家
を
排
除
し
た
事
例
も
存
在
し
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
各
家
の
経
営
へ
の

援
助

は
単
に

「
祭
資
積
立
金
」
の
み
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
本
家
に
よ
っ
て
直
接
に

な
さ
れ
、
や
は
り
本
家
の
経
済
的
実
力
が
一
族
会
全
体
を
支
え
て
い
た
こ
と
、
し
た

が
っ

て

本
家
の

経
済
力
が
失
わ
れ
る
と
同
族
結
合
は
大
き
く
弛
緩
し
て
い
っ
た
こ
と
、

で
あ
る
。

五
　
製
糸
業
経
営
と
同
族
団

　
小
山
久
左
衛
門
正
友
は
一
八
九
〇
年
に
小
諸
町
外
の
大
里
村
に
一
〇
〇
人
繰
の
器

械
製

糸
場
を
創
設
し
た
。
初
年
度
は
二
七
五
〇
円
の
損
金
を
出
し
た
が
、
次
年
度
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

降
次
第
に
利
益
を
上
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
小
山
清
右
衛
門
・
平
井
音
次
郎
・
掛

川
鉄
哉
・
清
水
清
重
・
小
山
丈
助
等
と
純
水
館
の
名
の
下
に
共
同
出
荷
を
行
い
、
一

九
〇

五
年
に
は
信

用
販
売
組
合
純
水
館
を
組
織
し
た
。
表
7
は
そ
う
し
た
純
水
館
総

体
の
工
場
・
釜
数
で
、
小
山
家
単
独
の
経
営
の
み
で
は
な
い
。

　
さ
て
金
『
店
揚
帳
』
に
よ
る
と
、
　
一
八
九
〇
年
度
に
す
で
に
「
渋
沢
借
金
」
七

表7　純水館の釜数・工場数

年　次1釜　数　工場数1年　次1釜　数　工場数

6
9
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
0

9
5
5
5
5
5
3

　　523

　　606

　　720

　　796

　　809

　　983

　　983

　　852

1，220

1，180

1，920

1，920

1，320

1，340

　　896

21

24

27

30

32

34

（出典）　1890～1912年：純水館『事業概況報告』。

　　　1914～34年：農商務省農務局r全国製糸工場調査』な

　　　　ど。
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1 1906

07

08

09

10

11

，
3
1
3
4
4

4
　
　
5
　
　
　
　
4
　
　
5

1
1

‘
i

i
l

／

12

14

17

5
己
引
司
‘
司
5
1
－

00

64

64

68

58

58

08

93

93

57

57

57

57

30

30

30

1
1
1
2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
4
4
4

1890

91

92

93

94

95

96

97

98

99

1900

　　01

　　02

　　03

　　04

　　05



商家同族団と祖先祭祀・事業経営

表8　合名会社第一純水館の出資社員

　　　　　　　　　　　（単位　円）

1909年1903年

12，000

4，500

3，000

2，500

2，000

2，000

1，500

1，500

1，000

11，0001

2，000

2，000

2，500

1，000

500

500

500

出

小山
　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

資社員
久左衛門

三　　平

清右衛門

重右衛門

甚三郎
房　　全

忠五郎
五　　郎

徳三郎
（計）

20，000 30，0∞

（出典）1903年：「合名会社第一純水館定款」

　　　（r長野県史』近代史料編第5巻⇔，

　　　ユ980年，499頁），1909年：同社『第七

　　　期営業報告書』。

九

五
五

円
と
「
本
店
借
」
一
六
二
二
円
の
記
載
が
あ
り
、
小
山
家
の
製
糸
経
営
は

金

商
店
か

ら
若
干
借
り
入
れ
る
と
と
も
に
、
横
浜
生
糸
売
込
問
屋
の
渋
沢
商
店
か

ら
製
糸
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
業
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
さ
ら
に
そ

の

後

ま
も
な
く
茂
木
商
店
か
ら
も
融
資
を
受
け
て
い
た
。
た
と
え
ば
一
八
九
七
年
の

最

高
残
高
は
茂
木
商
店
一
万
円
・
渋
沢
商
店
三
千
円
・
塩
川
銀
行
（
小
諸
町
）
二
万

円
余
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
金
融
面
は
諏
訪
製
糸
業
の
場
合
と
あ
ま
り
か
わ
る
と
こ

ろ
は
な
い
。
ま
た
こ
の
製
糸
経
営
は
一
九
〇
三
年
に
合
名
会
社
第
一
純
水
館
と
し
て

法
人

化
し
、
出
資
社
員
は
表
8
の
よ
う
に
久
左
衛
門
を
筆
頭
に
す
べ
て
「
族
会
の
メ

ン

バ

ー
で
あ
り
、
か
つ
一
族
会
の
大
部
分
の
メ
ン
バ
ー
が
出
資
し
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
場
合
で
も
前
述
の
よ
う
に
久
左
衛
門
家
が
渋
沢
商
店
や
小
諸
銀
行
な
ど
か
ら
資

金

を
借
り
入
れ
て
そ
れ
を
「
純
水
館
」
に
貸
し
て
い
た
事
実
も
あ
り
、
さ
ら
に
か
な

り
後
年
で
あ
る
が
、
一
九
二
〇
年
代
に
な
る
と
「
祭
資
積
立
金
」
の
一
部
も
「
純
水

館
」
（
お
そ
ら
く
第
一
純
水
館
）
に
貸
し
て
い
た
。
一
九
二
二
～
二
四
年
に
は
そ
の

額

は
一
万
一
千
円
～
一
万
五
千
円
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
純
水
館
の
製
糸
資
金
調

達
は
か
な
り
複
雑
で
あ
る
が
、
し
か
し
基
本
的
に
製
糸
資
金
の
調
達
先
は
渋
沢
商
店

を
中
心
と
す
る
横
浜
生
糸
問
屋
や
地
方
銀
行
で
あ
り
、
一
族
の
自
己
資
金
や
「
祭
資

積
立
金
」
な
ど
に
よ
っ
て
賄
う
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
一
九
二
四
年
に
は
信
用
販
売
組
合
純
水
館
に
参
加
し
て
い
た
諸
経
営
が
合

併

し
、
株
式
会
社
化
し
て
資
本
の
集
中
を
図
っ
た
。
す
な
わ
ち
株
式
会
社
純
水
館
は
、

合
名
会
社
第
一
純
水
館
ほ
か
五
社
の
合
併
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
同
社

も
小
山
同
族
の
み
の
出
資
で
は
な
く
、
二
五
年
一
月
末
に
お
け
る
同
社
の
株
主
数
は

］
五
六
名
に
も
達
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
全
株
二
万
四
〇
〇
〇
株
中
、
小
山
邦
太
郎

（
五
七

二
〇
株
）
を
筆
頭
株
主
と
し
て
小
山
一
族
の
所
有
す
る
株
は
少
な
く
と
も
一

　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

万
七

三
〇
二
株
あ
り
、
経
営
権
は
完
全
に
小
山
家
に
あ
っ
た
。

　

さ
て
こ
の
株
式
会
社
純
水
館
は
表
9
の
よ
う
に
、
設
立
当
初
よ
り
払
込
資
本
金
で

固
定
資
産
を
賄
え
な
い
と
い
う
よ
う
に
財
務
状
態
は
芳
し
く
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後

も
め
だ
っ
た
利
益
金
は
ほ
と
ん
ど
上
げ
得
な
か
っ
た
。
『
一
族
会
日
誌
』
に
も
、
二

六
年
に
各
家

「
何
レ
モ
欠
損
ヲ
免
レ
ザ
リ
シ
バ
連
年
不
況
ノ
波
ヲ
受
ヶ
テ
…
…
…
自

然
商
況
沈
滞
裡
二
終
始
セ
ル
ノ
外
会
員
多
数
ノ
関
係
ナ
ル
モ
深
キ
純
水
館
成
績
之
挙

ガ

ラ
ザ
リ
シ
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
」
（
二
月
一
日
）
と
あ
る
。
そ
し
て
二
〇
年
代
末

よ
り
ほ
ぼ
連
年
欠
損
を
生
じ
さ
せ
、
繰
越
損
金
も
三
一
年
以
降
、
累
増
し
て
ゆ
き
、

経
営
は
悪
化
の
一
途
を
辿
っ
た
。
三
三
年
に
は
す
で
に
「
純
水
館
二
関
ス
ル
昭
和
八

年
末
計
算
ハ
不
充
分
ナ
カ
ラ
純
水
館
自
身
之
年
末
調
達
資
金
ヲ
以
而
支
弁
切
抜
ケ
ノ

覚
悟
ナ
ル
モ
明
年
春
挽
開
始
二
対
ス
ル
用
意
ヲ
欠
ク
ヲ
以
テ
年
来
継
承
セ
ル
書
画
骨

董
其
他
不
用
物
処
分
ノ
上
是
レ
カ
更
生
資
金
二
充
ッ
ル
ノ
ヤ
ム
可
カ
ラ
サ
ル
状
態
二
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表9　（株）純水館の主要勘定　　　　　　　　　　　（千円）

当期
利益金

固定その他前期繰
資産の資産越損益㌶積立金㍊㌶讐公　称

資本金年度

△

△

△

△

△

△

△

△

△

190

34

499

148

104

133

267

123

15

63

225

51

127

190

156

「　一

342

465

450

513

739

829

1，498

1，506

1，533

1，503

1，505

1，499

1，501

1，450

1，392

1，291

　　　〃

1，287

1，093

1，524

2，746

2，342

1，207

1，206

1，600

1，693

1，518

　　484

　　624

　306

　308

　　207

15

30

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

1，725

2，332

2，652

1，067

1，242

1，445

　　782

　　　〃

　863

　838

　781

　　287

　　876

　　680

　　745

　　562

　　949

1，849

1，807

　　617

　　743

　707

1，540

ユ，411

1，200

　　　〃

　　　〃

　750

　　　〃

　　　〃

　800

　813

　817

〃
　
〃
　
〃
　
　
〃

1，200

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃

1924

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

37

（出典）24～34年：同社r営業報告書』各期（東大経済学部図書館蔵）；35・37年：農林省蚕糸局『製糸会社二関スル調

　　　査』（各年度）。

（注）：1）決算日は，翌年1月末。

　　　2）27年の「払込資本金」の減少は，いったん減資した上，増資した結果である。

ア

ル

ヲ
金
ヨ
リ
報
告
ア
リ
L
（
一
二
月
六
日
）
と
、
製
糸
資
金
調
達
の
た
め
に
本
家

の

書
画
骨
董
を

処
分
す

る
と
い
う
末
期
的
状
況
に
た
ち
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
清
右
衛
門
家
の
製
糸
経
営
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
の
で
、
房
全
家
の
経
営
に
よ
る

茅
ヶ
崎
純
水
館
に
つ
い
て
も
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
房
全
は
久
左
衛
門
の
長
女
喜

代
野
の

婿

で
、
長
野
県
丸
子
町
の
製
糸
家
工
藤
善
助
（
依
田
社
）
の
次
男
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
房
全
家
は
一
九
一
七
年
に
分
家
し
た
。
そ
し
て
同
年

神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
に
製
糸
工
場
（
二
〇
四
釜
）
を
新
設
し
た
。
こ
の
工
場
は
そ
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

一
九

二
三
年

ま
で
に
八
〇
万
円
の
利
益
を
上
げ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
関
東

大
震
災
に
よ
り
大
打
撃
を
蒙
っ
た
。
こ
の
た
め
一
族
会
で
は
二
四
年
に
五
千
円
の
特

　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

別
融
資
を
行
っ
た
が
、
そ
の
程
度
の
援
助
で
は
い
か
ん
と
も
し
難
く
、
二
五
年
以
降

渋
沢
商

店
へ
三
五
万
円
の
債
曇
固
亮
・
結
局
三
七
年
に
肇
趨
・
茅
・
崎
純

水

館
は
高
格
糸
生
産
を
行
う
こ
と
で
著
名
で
あ
り
、
御
法
川
式
多
条
繰
糸
機
も
い
ち

は

や

く
導
入
し
た
が
、
こ
う
し
た
高
格
糸
生
産
は
成
績
回
復
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ

た
の

で
あ
る
。

　
以

上
、
小
山
家
の
関
係
す
る
製
糸
事
業
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
。
本
家
を
中
心

と
し
た
小
山
家
単
独
の
製
糸
経
営
は
当
初
か
ら
横
浜
生
糸
問
屋
の
前
貸
金
融
の
下
で

開
始
さ
れ
た
。
ま
た
そ
れ
が
法
人
化
さ
れ
た
合
名
会
社
第
一
純
水
館
は
同
族
の
ほ
と

ん

ど
す
べ
て
の
家
に
よ
っ
て
出
資
さ
れ
、
ま
た
詳
細
な
実
態
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が

経
営
は
本
家
久
左
衛
門
と
と
も
に
清
右
衛
門
と
五
郎
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
と
い
わ

　
　
　
　
　
（
6
1
）

れ
て

い

る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
分
家
の
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
し
か
し
他
方

で
清
右
衛
門
家
の
信
精
館
や
茅
ヶ
崎
純
水
館
な
ど
は
別
組
織
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た

小

山
同
族
各
家
は
そ
れ
ぞ
れ
商
店
経
営
を
も
行
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
同
族
が
一
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丸

と
な
っ
て
全
力
を
一
つ
の
製
糸
経
営
に
投
入
す
る
姿
勢
は
も
と
も
と
一
族
会
で
つ

く
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
製
糸
経
営
に
よ
る
資
本
蓄
積
が
充
分
に
進
ん
で
行
か
な

か
っ

た
の

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
同
族
資
本
お
よ
び

同
族
結
合
の
あ
り
か
た
も
重
要
な
要
因
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

六

　
お
わ
り
に

　
最
後
に
若
干
の

補
足
を

し
つ
つ
、
以
上
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
小
山
家
同
族
団
は
、
取
扱
商
品
の
種
類
等
が
異
な
る
異
業
種
混
在
の
商
家
同

族
団
で
あ
っ
た
。
ま
た
商
家
の
奉
公
人
が
独
立
し
て
商
店
を
も
つ
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

彼
ら
は
こ
の
同
族
団
に
属
さ
な
い
。
奉
公
人
分
家
（
別
家
）
を
出
す
ほ
ど
本
家
の

商
業
発
展
は

み

ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
各
家
の
経
営
は
祖
先
祭
祀
を
機

軸

と
す
る
同
族
団
の
合
議
の
下
で
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
財
産
共
有
制
は
存
在
せ
ず
、

各

家
の
資
産
所
有
関
係
は
独
立
的
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
祖
先
祭
祀
の
た
め
の
共
有

積
立
金
（
総
有
的
資
産
）
を
蓄
積
し
、
こ
れ
は
同
族
の
事
業
経
営
の
一
部
に
も
運
用

さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
同
族
団
は
、
必
ず
し
も
本
分
家
の
主
従
関
係
の
強
固
な
同
族
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

合
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
「
本
分
家
仲
間
型
」
と
よ

ぼ

れ

る
タ
イ
プ
で
も
な
か
っ
た
。
本
家
の
経
済
的
優
越
性
と
そ
れ
に
基
づ
く
分
家
の

扶
養
行

為
、
本
家
の
祖
先
祭
祀
司
祭
権
等
は
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
決
し
て

フ

ラ
ッ
ト
な
…
構
成
で
は
な
か
っ
た
。

　
製
糸
経
営
は
一
部
に
分
家
の
独
立
経
営
を
も
含
ん
で
い
た
が
、
本
家
当
主
が
創
設

し
た
純
水
館
は
同
族
各
家
の
出
資
に
か
か
る
も
の
で
（
第
一
純
水
館
）
、
経
営
も
本

家
を

中
心
に
複
数
の
同
族
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
分
家
の
製
糸
経
営
は
長
ら

く
別
組
織
で
あ
っ
た
し
、
各
家
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
商
店
経
営
を
有
し
、
同
族
が
総

力
を
あ
げ
て
一
つ
の
製
糸
経
営
に
取
り
組
む
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た

同
族
の
共
有
積
立
金
は
製
糸
経
営
の
よ
う
な
多
額
の
資
金
需
要
に
は
と
て
も
対
応
し

う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
同
族
資
本
・
同
族
結
合
の
あ
り
か
た
も
同
家

の

製
糸
経
営
の
急
速
な
発
展
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
一
つ
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ

う
。　

ま
た
分
家
を
中
心
に
事
業
経
営
は
か
な
り
浮
沈
が
激
し
い
。
近
代
に
入
り
、
こ
の

地
方
都
市
に
も
急
速
な
資
本
主
義
化
の
波
が
、
そ
し
て
景
気
循
環
の
波
が
押
し
寄
せ
、

同
族
は
こ
の
地
方
都
市
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
県
内
・
県
外
そ
し
て
半
植
民
地
に
も
進

出
し
て
新
し
い
経
営
を
試
み
、
あ
る
程
度
成
功
し
た
か
と
思
う
と
失
敗
を
繰
り
返
し

た
。
こ
と
に
投
機
的
性
格
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
製
糸
経
営
に
手
を
伸
ば
し
た
か
ら
、

こ
う
し
た
傾
向
は
一
層
顕
著
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
意
味
で
は
、
小
山
家
は
近
代
に

お

け

る
関
東
・
東
山
蚕
糸
業
地
帯
の
中
小
資
本
家
か
ら
な
る
同
族
団
の
一
つ
の
典
型

と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
一
族
会
は
こ
れ
を
時
に
同
族
を
あ
げ
て
支
援
し
、
ま
た
失
敗

の

対
応
に
追
わ
れ

た
。
し
か
し
い
つ
の
場
合
も
、
こ
の
同
族
団
は
以
上
の
よ
う
な
本

家
の
一
定
の
権
威
の
も
と
に
成
立
し
て
い
た
か
ら
、
昭
和
初
期
に
お
け
る
不
況
・
恐

慌
、
そ
し
て
分
家
へ
の
過
重
な
援
助
な
ど
に
よ
っ
て
本
家
の
経
済
的
優
位
性
が
崩
れ
、

ま
た
本
家
当
主
の
政
界
進
出
に
よ
っ
て
同
族
結
合
の
軸
た
る
祖
先
祭
祀
の
イ
ベ
ン
ト

ま
で
厳
密
に
行
わ
れ
な
く
な
る
と
、
同
族
結
合
は
大
き
く
弛
緩
し
て
ゆ
き
、
親
睦
的

な
同
姓
集
団
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
。

　
し
か
し
、
同
姓
会
は
そ
の
後
も
小
諸
在
住
者
に
よ
っ
て
連
綿
と
続
け
ら
れ
、
『
一

197



国立歴史民俗博物館研究報告　第41集　（1992）

族
会

B
誌
』
は
今
日
も
書
き
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

現
在
で
は

毎
年
八
月
一
日
に
海
応

院
の
共
同
墓
地
の
掃
除
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
は
遠
方
か
ら
の
参
加
も
多
い
と
い
う
。

そ

し
て
「
祭
資
会
基
金
」
は
現
在
も
存
在
し
、
共
同
墓
地
の
掃
除
の
際
に
会
計
報
告

が

な
さ
れ
る
と
い
う
。
ま
た
八
月
；
一
日
に
盆
の
朝
の
花
飾
り
と
夜
の
墓
参
り
、
一

六

日
の
盆
送
り
の
あ
と
か
た
づ
け
は
年
々
「
同
姓
」
一
緒
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

昭
和
初
期
以

降
、
現
在
に
い
た
る
こ
う
し
た
祖
先
祭
祀
の
変
容
に
つ
い
て
も
興
味
深

い
も
の
が
あ
る
が
、

　
　
　
（
6
4
）

お
き
た
い
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
て

註（
1
）
　
中
野
卓
は
、
「
維
新
以
後
も
、
と
り
わ
け
そ
の
種
の
〔
大
都
市
の
近
世
以
来
の
ー
引

　
　
用
老
〕
大
き
な
豪
商
経
営
の
同
族
組
織
が
、
日
本
の
資
本
制
の
急
激
な
発
展
に
ひ
と
つ

　
　
の

基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
（
同
『
商
家
同
族
団
の
研
究
』
第
二
版
（
上
）
、
未
来
社
、

　
　
一
九
七
八
年
、
一
二
四
頁
）
と
い
う
。

（
2
）
　
な
お
、
本
稿
は
拙
稿
「
商
家
同
族
団
と
祖
先
祭
祀
・
事
業
経
営
」
（
横
浜
近
代
史
研

　
　
究
会
編
『
横
浜
近
代
経
済
史
研
究
』
一
九
八
九
年
、
所
収
）
を
、
そ
の
後
の
調
査
に
よ

　
　
っ
て
大
幅
に
加
筆
・
補
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
な
お
不
充
分
な
点
が
多
く
、

　
　
さ
ら
に
批
判
を
え
て
改
め
て
ゆ
き
た
い
。

　
　
小
山
家

関
係
の
資
料
は
、
横
浜
開
港
資
料
館
所
蔵
の
「
小
山
正
邦
家
所
蔵
文
書
」
（
マ

　
　
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
）
を
利
用
し
た
ほ
か
、
小
山
正
邦
家
所
蔵
に
か
か
る
小
山
一
族
会

　
　
『
倶
会
一
処
　
墓
誌
建
立
・
納
骨
堂
改
修
の
記
録
』
（
一
九
八
四
年
）
、
『
小
山
一
族
家

　
　
憲
』
、
『
小
山
同
姓
会
規
則
』
な
ど
も
利
用
b
た
。

（
3
）
　
同
書
、
岩
波
文
庫
版
、
七
五
頁
。

（
4
）
　
奉
公
人
に
暖
簾
分
け
は
行
う
が
（
奉
公
人
は
県
内
・
県
外
の
出
身
地
に
帰
り
、
小
山

　
　
家
で
取
り
扱
い
を
経
験
し
た
商
品
の
販
売
を
中
心
と
す
る
商
店
を
出
し
、
「
酢
屋
」
を

　
　
用

い
た
屋
号
を

名
乗
っ
た
）
、
「
別
家
」
と
し
て
同
族
団
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
は
な
か

　
　

っ
た
。

（
5
）
　
主
な
も
の
は
、
天
保
二
年
金
二
〇
両
、
同
一
五
年
籾
一
〇
〇
俵
、
弘
化
二
年
金
四
〇

　
　
○

両
、
同
三
年
金
四
〇
〇
両
、
同
四
年
金
二
〇
両
、
嘉
永
二
年
籾
六
〇
俵
、
安
政
三
年

　
　
籾
一
〇
〇
俵
、
同
五
年
金
四
五
〇
両
な
ど
で
あ
る
。

（
6
）
　
こ
の
御
牧
原
開
墾
地
の
経
営
は
、
小
作
人
を
入
植
せ
し
め
、
ま
た
後
述
の
よ
う
に
一

　
　
八
九
四
年
以
降
伴
平
家
に
監
督
を
委
ね
る
が
、
そ
の
後
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ

　
　
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
明
治
二
十
七
年
分
家
小
山
伴
平
ヲ
シ
テ
監
督
セ
シ
メ
益
々

　
　
開
墾
ノ
地
盤
ヲ
広
メ
溜
池
数
個
ヲ
築
キ
植
林
ヲ
ナ
シ
田
畑
ヲ
開
拓
ス
亦
桑
園
ヲ
設
ケ
養

　
　
蚕
ノ
業
ヲ
督
励
ス
」
と
。
そ
し
て
一
九
〇
九
年
ま
で
に
投
下
し
た
資
金
は
二
万
三
三
五

　
　
六
円
に
お
よ
び
、
一
九
一
五
年
現
在
開
墾
・
植
林
な
ど
の
成
功
地
は
、
田
＝
町
・
畑

　
　
二
一
町
三
反
・
山
林
四
五
町
・
溜
池
五
町
五
反
で
、
作
小
屋
戸
数
二
二
戸
・
住
居
者
一

　
　
一
〇
余
人
で
あ
っ
た
。
以
上
、
小
山
久
左
衛
門
が
一
九
〇
九
年
小
諸
町
長
に
提
出
し
た

　
　
書
類
お
よ
び
、
小
山
久
左
衛
門
「
最
近
事
業
情
況
経
歴
」
（
大
正
四
年
七
月
）
に
よ
る
。

（
7
）
　
他
家
へ
嫁
い
だ
女
子
お
よ
び
夫
折
子
を
省
い
た
。
な
お
昭
和
初
期
以
降
の
分
家
等
も

　
　
省
略
し
た
。
ま
た
伴
平
家
の
家
系
は
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
前
掲
拙
稿
と
異
な
っ
て
、

　
　
小
山

登

『
温
古
』
の
と
お
り
に
し
て
お
い
た
。
ま
た
こ
の
系
列
は
清
三
郎
の
兄
弟
な
ど

　
　
判

明
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
省
略
し
た
。

（
8
）
　
ち
な
み
に
、
後
述
の
よ
う
に
房
全
は
長
野
県
丸
子
町
の
有
力
製
糸
家
工
藤
善
助
家
か

　
　
ら
一
九
〇
七
年
婿
養
子
と
し
て
小
山
家
に
入
っ
た
の
で
あ
り
、
製
糸
経
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ

　
　
を
持
っ
た
娘
婿
を
最
初
か
ら
製
糸
経
営
へ
動
員
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
も
の
と
考

　
　
え
ら
れ
る
。

（
9
）
　
以
下
、
各
商
家
の
製
造
・
取
扱
商
品
等
は
、
主
に
永
井
與
三
郎
編
『
小
諸
繁
昌
記
』

　
　
（
一
九
〇
五
年
）
に
よ
る
。

（
1
0
）
　
一
九
〇
九
年
に
小
山
久
左
衛
門
が
小
諸
町
長
に
提
出
し
た
書
類
に
よ
る
。

（
1
1
）
　
一
八
九
五
年
に
お
け
る
酢
久
商
店
取
扱
の
移
入
・
移
出
先
と
量
を
調
査
し
た
も
の
と

　
　
思
わ
れ

る
資
料
（
小
山
久
左
衛
門
「
小
諸
町
廿
八
年
中
輸
出
入
調
」
明
治
二
十
九
年
五

　
　
月
、
小
諸
町
役
場
宛
）
に
よ
る
と
、
（
1
）
畳
表
の
主
要
移
入
先
は
、
東
京
市
・
大
阪

　
　
市
．
静
岡
県
気
賀
・
広
島
県
尾
道
で
、
移
出
先
は
県
内
松
本
・
上
田
・
上
諏
訪
・
北

　
　
佐
久
近
在
、
（
2
）
大
豆
の
移
入
先
は
、
岩
手
県
一
関
、
（
3
）
小
麦
の
移
入
先
は
、
宮
城

　
　
県
若
柳
、
（
4
）
塩
の
移
入
先
は
、
東
京
市
、
（
5
）
鰹
節
の
移
入
先
は
、
東
京
市
・
大
阪

　
　
市
、
（
6
）
茶
の
移
入
先
は
、
埼
玉
県
中
新
井
・
新
潟
県
柏
崎
、
（
7
）
醤
油
・
鰹
節
・
茶

　
　
の

移

出
先
は
上
田
・
北
佐
久
近
在
、
と
い
っ
た
具
合
で
、
小
諸
そ
し
て
酢
久
商
店
は
、

　
　
東
京
・
大
阪
な
ど
遠
隔
地
か
ら
商
品
を
仕
入
れ
、
そ
の
ま
ま
あ
る
い
は
醸
造
後
、
県
内

　
　
各
地
に
販
売
す
る
要
所
と
な
っ
て
い
る
。
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（
1
2
）
　
小
山
家
『
明
治
三
拾
参
年
度
奥
会
計
決
算
書
』
。

（
1
3
）
　
前
掲
『
小
諸
繁
昌
記
』
　
一
六
頁
。

（
1
4
）
　
小
山
久
左
衛
門
『
明
治
三
拾
年
度
貸
金
商
業
決
算
帳
』
（
明
治
三
十
一
年
一
月
調
）
。

（
1
5
）
　
前
掲
『
小
諸
繁
昌
記
』
　
一
八
～
一
九
頁
。

（
1
6
）
　
同
右
、
一
九
頁
。

（
1
7
）
　
同
右
、
二
一
頁
。

（
1
8
）
　
同
書
、
二
頁
。

（
1
9
）
　
同
右
。
こ
こ
で
い
う
清
右
衛
門
家
は
一
九
代
久
左
衛
門
の
弟
瀬
兵
衛
家
の
系
列
で
あ

　
　
る
が
、
甚
之
丞
に
つ
い
て
は
不
明
。

（
2
0
）
　
小
山
同
姓
会
『
和
合
会
日
誌
』
（
明
治
弐
拾
四
年
）
。

（
2
1
）
　
小
山
同
姓
会
『
和
合
会
日
誌
』
（
明
治
参
拾
六
年
）
。

（
2
2
）
　
同
書
、
三
頁
。

（
2
3
）
　
同
書
、
二
頁
。

（
2
4
）
　
拙
稿
「
両
大
戦
間
期
の
片
倉
財
閥
」
（
東
京
大
学
『
社
会
科
学
研
究
』
三
八
巻
五
号
、

　
　
一
九
八
七
年
）
八
頁
。

（
2
5
）
　
清
三
郎
の
長
男
に
つ
い
て
は
不
詳
。

（
2
6
）
　
前
掲
『
倶
会
一
処
　
墓
誌
建
立
・
納
骨
堂
改
修
の
記
録
』
二
頁
、
小
山
同
姓
会
『
和

　
　
合
会
日
誌
』
（
明
治
弐
拾
四
年
）
に
よ
る
。

（
2
7
）
　
「
方
丈
」
と
は
寺
の
住
職
の
こ
と
。

（
2
8
）
　
こ
こ
で
、
現
在
の
本
家
の
仏
壇
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
仏
壇
は
、
二
三

　
　
代
久
左
衛
門
正
友
の
位
牌
を
中
心
に
数
多
く
の
位
牌
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に

　
　
は
通
常
見
ら
れ
る
個
人
の
金
箔
塗
な
ど
の
位
牌
と
、
戒
名
が
書
か
れ
た
薄
い
板
の
位
牌

　
　
一
〇
枚
前
後
を
一
纏
め
に
し
て
納
め
た
く
り
位
牌
が
あ
る
。
個
人
の
位
牌
は
、
二
三
代

　
　
久
左
衛
門
正
友
の
代
以
降
の
位
牌
で
、
そ
れ
以
前
は
く
り
位
牌
に
納
め
ら
れ
て
い
る
よ

　
　
う
で
あ
る
。
分
家
の
位
牌
は
む
ろ
ん
な
い
。
く
り
位
牌
に
納
め
ら
れ
て
い
る
最
古
の
も

　
　
の
と
し
て
は
延
宝
期
の
お
そ
ら
く
一
五
代
久
左
衛
門
正
顕
と
思
わ
れ
る
位
牌
で
あ
る

　
　
（
庶
民
の
石
塔
墓
・
位
牌
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
元
禄
頃
か
ら
と
さ
れ
て
い

　
　
る
か
ら
、
小
山
家
の
場
合
も
一
般
的
な
傾
向
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
）
。

　
　
　
ま
た
同
家
で
は
以
前
は
「
位
牌
分
け
」
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
最
近
は
、
同

　

家
で
も
親
が
死
亡
し
た
時
、
子
供
の
数
だ
け
位
牌
を
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
供
の
家
に

　

配

る
と
い
う
（
な
お
長
野
県
佐
久
地
方
は
、
こ
う
し
た
「
位
牌
分
け
」
が
広
く
行
わ
れ

　
　
て
い
る
地
域
の
　
つ
で
あ
る
。
位
牌
祭
祀
に
つ
い
て
も
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
と
り

　
　
あ
え
ず
、
上
野
和
男
「
日
本
の
位
牌
祭
祀
と
家
族
」
〔
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

　
　
告
』
六
集
、
一
九
八
五
年
〕
を
参
照
）
。

（
2
9
）
　
以
上
、
小
山
同
姓
会
『
和
合
会
日
誌
』
（
明
治
弐
拾
四
年
、
明
治
参
拾
六
年
）
に
よ

　
　

る
。
こ
の
「
屋
敷
神
様
」
は
、
本
家
の
屋
敷
の
一
隅
に
土
台
・
祠
と
も
に
石
造
り
で
設

　
　
け

ら
れ
て
あ
る
。
石
に
刻
ま
れ
た
文
字
は
消
え
か
か
っ
て
判
然
と
し
な
い
が
、
一
九
〇

　
　
七
年
の

本
家
屋
敷
修
築

工
事
の
際
に
設
置
さ
れ
た
よ
う
で
、
小
山
同
姓
会
『
和
合
会
日

　
　
誌
』
（
明
治
参
拾
六
年
）
に
「
…
…
…
祖
先
累
代
ノ
祇
ト
ス
因
テ
明
后
五
日
午
後
二
時

　
　
鎮
座
式
執
行
仕
度
　
一
族
ノ
主
人
出
席
相
成
度
候
」
（
一
九
〇
七
年
三
月
三
日
）
と
あ

　
　

る
（
現
在
も
「
屋
敷
神
様
」
は
二
三
代
久
左
衛
門
正
友
の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
と
伝
え

　
　
ら
れ
て
い
る
）
。
「
祝
殿
」
と
い
っ
た
神
名
は
現
在
に
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
小
山
家
で
は

　
　
た
だ

「
屋
敷
神
様
」
と
呼
ぶ
だ
け
で
あ
る
。
分
家
に
は
こ
う
し
た
「
屋
敷
神
様
」
は
か

　
　
つ
て
は
な
く
、
本
家
の
そ
れ
は
同
族
が
一
団
と
な
っ
て
祀
る
二
門
屋
敷
神
」
（
直
江

　
　
廣
治
『
屋
敷
神
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
し
か
し
最
近
は
分
家
に
も
三
ヵ
所
ぐ
ら
い
新
設
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
昭
和
初

　
　
期
以

降
の
同
族
結
合
の
弛
緩
に
よ
っ
て
、
本
家
と
と
も
に
古
い
分
家
に
も
存
在
す
る

　
　

「
本
家
屋
敷
神
」
の
タ
イ
プ
へ
移
行
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
な
お
、
同
家
の
こ
の
時
期
に
お
け
る
神
道
へ
の
傾
斜
は
内
務
省
等
の
神
社
政
策
な
ど
と

　
　
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
ま
た
同
家
に

　
　
は
掛
軸
に
す
る
よ
う
な
大
き
な
家
系
図
は
昔
か
ら
存
在
し
な
い
と
い
わ
れ
、
家
系
図
の

　
　
前
で
祖
先
祭
祀
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は
少
な
い
。

（
3
0
）
　
海
応
院
は
一
五
三
六
年
（
天
文
五
）
の
開
創
で
あ
る
が
、
現
在
地
に
移
っ
た
の
は
一

　
　
六
四
九
年
（
慶
安
二
）
で
あ
る
。
曹
洞
宗
。
前
掲
『
倶
会
一
処
　
墓
誌
建
立
・
納
骨
堂

　
　
改
修
の
記
録
』
二
五
頁
に
ょ
る
。

（
3
1
）
　
な
お
こ
の
納
骨
堂
は
、
一
九
六
八
年
の
同
姓
会
で
、
納
骨
堂
建
設
五
〇
年
目
を
控
え

　
　
て
改
築
お
よ
び
墓
誌
建
設
を
目
指
す
こ
と
を
決
定
し
、
結
局
一
九
八
四
年
に
＝
○
○

　
　
万
円
を
も
っ
て
、
墓
誌
建
立
・
納
骨
堂
改
築
の
工
事
を
終
え
た
。
ち
な
み
に
こ
の
費
用

　
　
は
、
各
家
か
ら
の
拠
出
金
九
五
八
万
円
、
祭
資
会
か
ら
の
支
出
一
五
〇
万
円
で
賄
っ
た

　
　
（
前
掲
『
倶
会
一
処
　
墓
誌
建
立
・
納
骨
堂
改
修
の
記
録
』
五
～
一
二
頁
）
。

（
3
2
）
　
同
右
、
二
頁
。

（
3
3
）
　
こ
の
二
つ
の
「
積
立
金
」
の
区
別
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
点
が
あ
る
が
、
大
正

　
　
期
の

帳
簿
に
よ
る
と
「
遺
産
積
立
金
」
の
収
支
は
家
族
の
生
命
保
険
の
掛
金
と
配
当
が
　
9
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
ほ
と
ん
ど
で
、
「
実
益
積
立
金
」
の
収
支
は
役
員
報
酬
・
給
料
支
払
い
・
事
業
上
の
旅
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費
等
で
あ
る
。
さ
ら
に
大
正
期
に
は
単
な
る
「
積
立
金
」
勘
定
も
設
け
ら
れ
る
が
、
こ

　
　
れ
は
純
益
の
一
部
を
決
算
時
に
積
み
立
て
て
い
る
。

（
3
4
）
　
前
掲
『
倶
会
一
処
　
墓
誌
建
立
・
納
骨
堂
改
修
の
記
録
』
三
～
四
頁
。

（
3
5
）
　
小
山
同
姓
会
『
和
合
会
日
誌
』
（
明
治
弐
拾
四
年
）
、
一
九
〇
二
年
五
月
一
〇
日
。

（
3
6
）
　
同
家
『
決
算
帳
』
（
明
治
参
拾
参
年
度
）
。

（
3
7
）
　
表
4
の
資
料
に
よ
る
。

（
3
8
）
　
小
山
家
『
一
族
会
日
誌
』
（
自
昭
和
弐
年
）
、
一
九
二
八
年
三
月
一
〇
日
。
な
お
、
純

　
　
水
館
経
営
に

は
、
邦
太
郎
の
妹
婿
の
八
郎
・
二
郎
（
と
も
に
一
九
一
九
年
に
小
山
家
に

　
　
婿
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
〔
猪
坂
直
一
『
小
山
邦
太
郎
の
足
跡
』
一
九
七
九
年
、
二

　
　
八
二
頁
〕
。
た
だ
し
分
家
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
一
九
二
七
年
）
も
専
業
的
に
当
た

　
　
っ
て
い
た
。
ま
た
邦
太
郎
の
姉
婿
房
全
は
後
述
の
よ
う
に
茅
ヶ
崎
純
水
館
経
営
に
当
た

　
　
っ
た
し
、
八
五
郎
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
邦
太
郎
の
兄
弟
の
う
ち
残
り
の
敬
三
は
、

　
　
一
九
二
〇
年
よ
り
美
術
研
究
の
た
め
渡
仏
留
学
し
た
。
敬
三
は
二
八
年
に
将
来
を
約
し

　
　
た
フ
ラ
ン
ス
婦
人
た
る
マ
リ
ー
ル
イ
ズ
と
と
も
に
帰
国
し
、
茅
ヶ
崎
に
ア
ト
リ
エ
を
設

　
　
け
て

創
作
活
動
を
開
始
し
た
が
、
や
は
り
一
族
会
と
し
て
ど
う
対
応
す
る
か
は
簡
単
に

　
　
は
決
ま
ら
ず
、
結
局
一
九
三
六
年
一
二
月
一
族
会
で
敬
三
の
分
家
お
よ
び
マ
リ
ー
ル
イ

　
　
ズ
の
入
籍
の
承
認
を
決
定
し
た
（
以
上
、
同
右
資
料
に
よ
る
）
。
ち
な
み
に
彼
が
一
九

　
　
七
五
年
に
文
化
勲
章
を
受
け
た
小
山
敬
三
画
伯
で
あ
る
。
敬
三
・
マ
リ
ー
ル
イ
ズ
の
遺

　
　
骨
は
現
在
む
ろ
ん
と
も
に
海
応
院
の
小
山
家
共
同
納
骨
堂
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

（
3
9
）
小
山
同
姓
会
『
和
合
会
日
誌
』
（
明
治
弐
拾
四
年
）
、
　
一
九
〇
二
年
一
月
六
日
。
「
禿

　
　
七
四
郎
分
家
ノ
件
、
餐
提
出
議
案
、
東
筑
摩
明
科
停
車
場
附
近
二
於
テ
開
店
、
雑
貨
販

　
　
売
…
…
…
右
ノ
理
由
二
十
里
以
上
遠
隔
地
二
於
テ
開
店
ス
ル
件
ハ
素
ヨ
リ
其
当
ヲ
得
ザ

　
　
ル
事
二
被
思
、
然
ル
ニ
本
人
七
四
郎
ハ
、
徹
頭
徹
尾
同
地
二
於
テ
奮
テ
営
業
シ
併
セ
テ

　
　
一
生
ノ
計
ヲ
画
シ
縦
令
如
何
二
失
敗
ス
ル
モ
再
ビ
本
店
嘆
願
ノ
義
申
間
敷
誓
エ
タ
場
合

　
　
二
付
キ
、
不
本
意
乍
許
容
致
ベ
キ
哉
二
存
シ
、
弦
二
同
姓
会
相
開
キ
協
賛
シ
得
度
キ
次

　
　
第
二
候
也
…
…
…
同
姓
一
同
協
賛
候
也
」
。

（
4
0
）
　
小
山
同
姓
会
『
和
合
会
日
誌
』
（
明
治
参
拾
六
年
）
、
一
九
〇
五
年
六
月
二
二
日
。

（
4
1
）
　
以
上
、
同
右
、
一
九
〇
六
年
三
月
四
日
、
三
月
一
一
日
。

（
4
2
）
　
同
右
、
一
九
〇
九
年
二
月
二
八
日
。

（
4
3
）
　
小
山
家
『
一
族
会
日
誌
』
（
大
正
元
年
）
、
一
九
二
三
年
六
月
二
五
日
に
、
「
旅
順
二

　
　
於
テ

純
水
館
出
張
購
繭
ノ
事
ハ
毎
歳
小
山
八
五
郎
氏
ノ
行
事
タ
ル
…
…
…
」
と
あ
る
。

（
4
4
）
　
小
山
久
左
衛
門
「
最
近
事
業
情
況
経
歴
」
（
大
正
四
年
七
月
）
。

（
4
5
）
　
小
山
家
『
一
族
会
日
誌
』
（
大
正
元
年
）
、
一
九
一
五
年
二
月
一
日
。

（
4
6
）
　
同
右
、
一
九
二
四
年
二
月
｝
日
、
一
三
日
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

（
4
7
）
　
同
右
、
一
九
二
二
年
四
月
二
五
日
。

（
4
8
）
　
同
右
。

（
4
9
）
　
同
右
、
一
九
二
二
年
一
一
月
二
二
日
。

（
5
0
）
　
同
右
、
一
九
二
三
年
二
月
一
日
。

（
5
1
）
　
小
山
同
姓
会
『
和
合
会
日
誌
』
（
明
治
参
拾
六
年
）
、
一
九
一
〇
年
三
月
一
四
日
、
五

　
　
月
一
五
日
。
一
九
一
一
年
当
時
、
二
二
九
釜
（
農
商
務
省
農
務
局
『
第
六
次
全
国
製
糸

　
　
工
場
調
査
表
』
一
九
一
二
年
）
。

（
5
2
）
　
小
山
家
『
一
族
会
日
誌
』
（
大
正
元
年
）
、
一
九
一
六
年
三
月
一
七
日
。

（
5
3
）
　
同
右
、
一
九
二
二
年
一
一
月
二
二
日
。
信
精
館
製
糸
場
は
、
結
局
二
四
年
に
後
述
の

　
　
株
式
会
社
純
水
館
が
買
収
し
た
（
同
社
『
第
一
期
営
業
報
告
書
』
）
。

（
5
4
）
　
そ
し
て
米
治
郎
お
よ
び
そ
の
子
孫
も
、
小
山
家
の
共
同
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
、
ま
た
は

　
　
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
5
5
）
　
分
『
店
揚
帳
』
各
年
次
。

（
5
6
）
　
以
上
、
同
社
『
第
一
期
営
業
報
告
書
』
に
よ
る
。

（
5
7
）
　
『
茅
ヶ
崎
市
史
』
四
、
通
史
編
（
一
九
八
一
年
）
六
〇
三
頁
。

（
5
8
）
　
小
山
家
『
一
族
会
日
誌
』
（
大
正
元
年
）
、
一
九
二
四
年
二
月
一
日
。

（
5
9
）
　
『
横
浜
市
史
』
補
巻
（
一
九
八
二
年
）
四
〇
四
頁
。

（
6
0
）
　
前
掲
『
茅
ヶ
崎
市
史
』
四
、
通
史
編
、
六
〇
三
頁
。

（
6
1
）
　
前
掲
『
小
山
邦
太
郎
の
足
跡
』
八
頁
。

（
6
2
）
　
松
本
通
晴
「
同
族
の
構
造
と
機
能
」
（
『
講
座
　
家
族
』
6
、
一
九
七
四
年
、
弘
文
堂
）

　
　
二
六
〇
頁
。

（
6
3
）
　
八
月
一
日
に
行
う
の
は
、
小
山
家
の
事
情
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
地
方
の
慣
行

　
　
で
あ
る
と
い
う
。

（
6
4
）
　
な
お
一
九
九
〇
年
は
、
「
祭
資
会
」
発
足
以
来
一
〇
〇
周
年
に
当
た
り
、
「
小
山
同
姓

　
　
祭
資
会
創
立
百
周
年
記
念
祭
」
が
、
同
年
九
月
二
三
日
に
親
族
約
一
二
〇
名
を
集
め
て

　
　
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。

（付
）
資
料
　
小
山
一
族
家
憲

家
憲
十
則



商家同族団と祖先祭祀・事業経営

　
一
日
崇
孝
行

　
二
日

篤
友
恭

　
三
日

睦
家
族

　
四
日

厚
姻
党

　
五
日
教
子
孫

　
六
日

厳
内
外

　
七
日

崇
礼
儀

　
八
日

守
耕
読

　
九
日
遠
訟
獄

　
十
日

戒
荒
暴

右
十
則
常
二
居
座
二
掲
ケ
肝
二
銘
ス
レ
バ
百
世
之
耕
シ
尽
キ
サ
ル
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
家
小
山
久
左
衛
門
　
（
印
）

　
　
小
山
一
族
会
家
憲

第
一
章
綱
領

第
壱
条

第
弐
条

第
参
条

第
四
条

第
五
条

第
六
条

本
会
ハ
小
山
一
族
会
ト
称
ス

一
族
会
ハ
本
会
ノ
定
ム
ル
理
事
之
ヲ
統
轄
ス

本
会
々
員
ハ
揮
テ
此
家
憲
ヲ
侵
ザ
ル
寸
ヲ
誓
フ
ベ
シ

本
会
ノ
権
利
及
ヒ
義
務
ハ
各
一
戸
ノ
戸
主
井
二
一
族
二
因
テ
成
立
ス
ル
法
人

之
ヲ
有
ス

本
会
ハ
会
員
ノ
決
議
ヲ
以
テ
執
行
ノ
権
ヲ
有
ス

本
会
ハ
一
族
永
続
及
ヒ
祖
先
頒
徳
之
為
祭
資
積
立
金
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

　

第
二
章
機
関

第
七
条
　
本
会
ハ
理
事
一
名
幹
事
一
名
会
計
一
名
ヲ
置
ク

　
第
一
項
　
理
事
ハ
本
会
一
切
ヲ
統
轄
ス
幹
事
ハ
理
事
ヲ
補
佐
シ
本
会
ノ
整
理
ヲ
謀
ル

　
　
　
　
　
会
計
ハ
専
ラ
金
銭
ノ
出
納
積
立
金
ノ
利
殖
ヲ
謀
ル
モ
ノ
ト
ス

　
第

二
項

任
期
ハ
弐
ケ
年
ト
シ
満
期
改
撰
之
事

　
　
　
　
　
　
　

但
シ
再
撰
ス
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ

　
第
三
項
　
補
欠
撰
挙
二
因
テ
就
任
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
前
任
者
ノ
任
期
ヲ
継
承
ス

第
八
条
　
役
員
撰
挙
ハ
祭
資
会
二
於
テ
無
記
名
投
票
過
半
数
ヲ
以
テ
当
撰
ト
ス

第
九
条
　
本
会
ノ
開
期
ハ
左
ノ
三
項
二
分
チ
之
レ
ヲ
行
フ

第
一
項

第

二
項

第
三
項

祭
資
会
ト
称
シ
毎
年
弐
月
一
日
ト
定
メ
宗
家
二
於
テ
家
憲
朗
読
式
ヲ
行
フ

終
テ
祖
先
祭
典
ヲ
挙
グ

同
族
日
並
会
ト
称
シ
一
族
ノ
親
睦
井
二
宇
内
之
情
勢
審
議
ノ
為
メ

男
子
毎
月
第
一
日
曜
会
場

　
女
毎
月
第
二

各
戸
々
主
順
次
二
勤
ム
ル
コ
ト

　
但
シ
丁
年
以
上
ノ
家
族
ハ
代
理
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル

臨
時
会
ト
称
シ
臨
時
協
議
ノ
必
要
ヲ
生
ス
ル
毎
二
該
会
員
之
レ
カ
会
主
ト

ナ

リ
随
時
開
△
云
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
第

三
章
　
祭
資
積
立
金
方
法

第
拾
条
　
一
族
祭
資
会
ノ
際
各
自
前
年
損
益
決
算
帳
ヲ
発
表
シ
純
益
金
百
分
ノ
三
ヲ
出

　
　
　
　

金
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
拾
壱
条
　
一
族
会
店
揚
決
算
方
法
ハ
左
ノ
通
相
定
ム

　
（
一
）
　
生
活
上
二
対
ス
ル
消
費
、
分
家
、
住
宅
普
請
其
他
利
殖
セ
ザ
ル
支
払
ハ
凡
テ

　
　
　
　
損
害
ト
ス

　
（
二
）
　
地
所
其
他
利
殖
ス
ベ
キ
モ
ノ
ハ
買
入
一
ケ
年
買
入
代
金
ヲ
以
テ
計
算
シ
翌
年

　
　
　
　
二
於
テ
資
金
ヨ
リ
控
除
シ
損
益
計
算
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
（
三
）
　
法
人
ノ
積
立
ハ
該
年
度
ノ
会
社
積
金
ヲ
以
テ
純
益
ト
倣
シ
祭
資
積
立
ヲ
ナ
ス

　
　
　
　
モ
ノ
ト
ス
循
テ
将
来
解
散
二
依
テ
受
ル
処
ノ
割
戻
金
二
就
テ
ハ
祭
資
積
立
ノ

　
　
　
　
義
務
ヲ
免
ス

第
拾
弐
条
　
祭
資
積
立
金
ハ
各
々
祖
先
之
功
徳
ヲ
収
メ
併
セ
テ
一
族
ノ
隆
盛
ヲ
期
ス
ル

　
　
　
　
　
ガ
為
ナ
リ
故
二
一
族
中
時
二
天
災
或
ハ
不
可
忍
不
幸
二
罹
ル
時
ハ
積
立
金

　
　
　
　
　
十
分
ノ
一
以
下
ヲ
以
テ
協
議
之
上
無
利
子
有
期
貸
與
ス
ル
寸
ヲ
得
ル

第
拾
参
条
　
祭
資
積
立
金
五
萬
圓
以
上
二
達
セ
ハ
社
会
二
対
ス
ル
義
務
的
行
為
ハ
凡
テ

　
　
　
　
　
此
利
益
金
ノ
中
ヲ
以
テ
協
議
之
上
支
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
拾
四
条
　
本
会
ハ
名
誉
ヲ
担
フ
各
会
員
二
於
ケ
ル
徳
行
如
何
二
因
ル
故
二
祭
資
積
立

　
　
　
　
　
台
帳
ヲ
製
シ
年
年
二
月
一
日
定
例
会
二
於
テ
計
上
シ
本
派
ノ
別
ナ
ク
徳
義

　
　
　
　
　
ノ
重
キ
ト
積
立
金
ノ
多
寡
ヲ
参
酌
シ
各
自
席
順
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

第
拾
五
条
　
積
立
金
運
用
二
対
シ
テ
ハ
最
確
実
ヲ
旨
ト
ス

　
（
一
）
　
一
族
中
運
用
ヲ
望
ム
モ
ノ
ハ
金
壱
肝
円
ヲ
最
高
限
度
ト
シ
確
実
ト
認
ム
ル
保

　
　
　
　
証
人
（
一
族
中
）
弐
名
ヲ
要
ス
ル
事
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（
二
）
　
国
債
証
券
確
実
ナ
ル
銀
行
ノ
外
縦
令
親
戚
タ
リ
ト
モ
貸
與
厳
禁
ノ
コ
ト

　
第
四
章
　
会
員
責
任

第
拾
六
条
　
各
自
相
続
人
ハ
弐
拾
五
才
ト
定
メ
嫡
子
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
任
ス
ル
ハ
公
法
ノ

　
　
　
　
　
定
ム
ル
処
ナ
リ
然
レ
ド
モ
世
或
ハ
惇
徳
者
ノ
為
二
資
産
ヲ
蕩
尽
ス
ル
モ
ノ

　
　
　
　
　
不
勘
真
二
慎
マ
ザ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
依
テ
相
続
確
定
ノ
際
ハ
必
ス
一
族
会
ヲ
開

　
　
　
　
　
キ
会
員
十
二
対
ス
ル
七
ノ
協
賛
ヲ
得
ル
者
ヲ
以
テ
相
続
資
格
者
ト
定
ム

第
拾
七
条
　
相
続
確
定
二
関
ス
ル
協
議
会
ハ
一
家
興
廃
二
係
ル
重
要
事
件
ナ
レ
ハ
公
平

　
　
　
　
　
無
私
親
シ
ク
相
続
人
タ
ル
ノ
行
状
ヲ
審
議
シ
而
シ
テ
投
票
ヲ
要
ス

第
拾
八
条
　
家
子
拾
八
才
二
達
ス
ル
ト
キ
ハ
雁
分
ノ
資
産
ヲ
分
与
シ
父
兄
之
レ
ガ
監
督

　
　
　
　
　
利
殖
ヲ
謀
リ
分
家
ノ
際
之
レ
カ
資
産
二
充
当
ス
ベ
キ
様
註
意
ス
ル
モ
ノ
ト

　
　
　
　
　
ス

第
拾
九
条
　
分
家
ハ
満
弐
拾
五
年
以
上
ニ
シ
テ
一
家
熟
議
ノ
上
更
一
二
族
協
議
会
ヲ
開

　
　
　
　
　
キ
十
二
対
ス
ル
七
ノ
協
賛
ヲ
得
分
家
年
限
確
定
ノ
事

第
弐
拾
条
　
分
家
ノ
際
ハ
資
金
積
立
ト
モ
本
家
財
産
二
対
シ
十
分
ノ
一
以
下
ヲ
以
テ
譲

　
　
　
　
　
与
ノ
題
ヲ
定
メ
一
］
族
会
ノ
協
…
替
ハ
ヲ
需
メ
決
定
ス
ベ
キ
事

第
弐
拾
一
条
　
家
子
相
当
ノ
精
神
ヲ
有
ス
ト
難
病
病
ノ
タ
メ
家
事
二
当
リ
兼
ヌ
ル
者
ハ

　
　
　
　
　
　
分
家
半
額
二
相
当
ス
ル
家
屋
什
器
ヲ
与
へ
米
噌
手
当
ハ
勿
論
深
切
二
扱

　
　
　
　
　
　
フ
ベ
キ
コ
ト

第
弐
拾
弐
条
　
戸
主
逝
去
ノ
ト
キ
嫡
子
未
丁
年
ナ
ル
ト
キ
ハ
公
法
ノ
定
ム
ル
処
二
随
ヒ

　
　
　
　
　
　
一
族
会
ヲ
開
キ
后
見
人
及
ヒ
後
見
監
督
人
ヲ
推
撰
ス
酬
労
ハ
被
後
見
人

　
　
　
　
　
　
ノ
資
力
及
ヒ
事
情
ニ
ヨ
リ
一
族
会
之
ヲ
定
ム

第
弐
拾

三
条
　
相
続
及
ヒ
分
家
ノ
資
格
確
定
ノ
際
ハ
宗
家
ヲ
以
テ
式
場
ト
定
メ
入
会
式

　
　
　
　
　
　
ヲ
行
フ

　
　
　
　
　
　
　

式
場
ノ
順
序

　
（
一
）
　
会
員
（
禮
服
）
督
席
ノ
事

（二
）

（三
）

（四
）

（五
）

（六
）

（七
）

受
格
者
座
ノ
中
央
二
出
席
ノ
事

家
憲
朗
読
ノ
事

受
格
〔
者
〕
之
レ
ニ
対
シ
宜
誓
調
印
ヲ
ナ
ス
事

本
会
祝
辞
並
二
祝
義
ト
シ
テ
白
斜
子
一
反
或
ハ
記
念
ノ
品
贈
与
ノ
コ
ト

受
格
者
答
辞

一
同
霊
拝
　
冷
酒

神
撰
ヲ
撤
ス
　
順
次
退
場

　
第

五
章

　
戸
主
家
族
責
務

第
廿
四
条
　
毎
朝
未
明
起
床
事
務
ノ
整
理
ヲ
ナ
ス
コ
ト

　
（
弐
）
　
孝
慈
信
義
ヲ
重
ジ
遜
譲
以
テ
萬
般
二
渉
リ
勤
倹
以
テ
一
家
ノ
成
立
ヲ
測
度
ス

　
　
　
　
ベ
キ
コ
ト

　
　
　
　
人
道
ヲ
守
リ
畜
妾
ヲ
許
サ
ザ
ル
事

　
（
三
）
　
日
々
生
計
ノ
規
定
ハ
別
冊
ノ
通
堅
相
守
ル
事

　
（
四
）
飲
酒
ハ
修
身
斉
家
二
不
必
要
タ
ル
ニ
ヨ
リ
禮
節
交
際
ノ
必
要
ア
リ
ト
モ
節
酒

　
　
　
　
ス
ベ
キ
事

　
　
　
　
常
飲
酒
ハ
弐
拾
五
才
以
上
ト
ス
好
飲
酒
者
二
於
テ
夜
飯
ノ
際
弐
合
ヲ
限
度
ト

　
　
　
　
ス
弐
拾
五
才
〔
未
満
〕
常
飲
ヲ
禁
ズ

　
（
五
）
　
営
業
上
且
処
世
上
参
考
ノ
為
メ
夜
間
或
ハ
閑
暇
ノ
時
ヲ
撰
ミ
必
要
ノ
文
学
研

　
　
　
　
究
ス
ベ
キ
事

　
（
六
）
　
子
弟
七
才
以
下
適
宜
方
法
ヲ
以
テ
成
育
ヲ
謀
以
上
普
通
教
育
ヲ
授
ク
ベ
シ
之

　
　
　
　
レ
以
上
ノ
学
文
ヲ
望
ム
モ
ノ
ハ
本
人
ノ
素
行
品
正
脳
力
等
ヲ
勘
酌
シ
一
族
会

　
　
　
　
ノ
協
賛
ヲ
径
便
宜
処
理
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
丁
年
以
前
ハ
凡
テ
綿
服
ト
ス
礼
節
ト

　
　
　
　
錐
ト
モ
可
成
的
質
素
ヲ
主
ト
シ
常
二
勇
壮
活
澄
ノ
気
象
ヲ
養
フ
ベ
キ
コ
ト

　
（
七
）
　
定
業
外
ノ
新
事
業
ヲ
企
ツ
ル
ト
キ
ハ
一
族
協
議
会
ヲ
開
キ
十
二
対
ス
ル
七
ノ

　
　
　
　
協
賛
ヲ
得
成
立
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
（
八
）
凡
ソ
事
ヲ
起
ス
ニ
ハ
先
ツ
其
初
メ
ヲ
慎
ミ
既
二
之
レ
ニ
処
シ
テ
ハ
勤
メ
テ
耐

　
　
　
　
忍
恒
久
ノ
念
ヲ
厚
シ
狼
リ
ニ
変
更
又
ハ
拗
却
ス
ベ
カ
ラ
ズ

　
（
九
）
　
順
路
公
道
ヲ
以
テ
主
義
ト
ナ
シ
和
合
一
致
ノ
徳
ヲ
収
メ
出
情
可
致
ナ
リ
然
レ

　
　
　
　
ト
モ
才
知
ノ
ミ
秀
ル
者
ハ
己
レ
ノ
徳
ヲ
不
顧
妄
リ
ニ
投
機
ノ
念
ヲ
起
シ
一
掴

　
　
　
　
千
金
ノ
空
利
二
志
ス
モ
ノ
往
々
有
之
誠
二
慨
歎
二
不
堪
ナ
リ
故
二
縦
令
優
才

　
　
　
　
ヲ
以
テ
高
キ
ヲ
極
メ
遠
ヲ
慮
ル
モ
必
ズ
順
路
二
就
キ
研
究
ス
ベ
キ
事

　
（
十
）
　
一
族
会
議
二
於
テ
決
議
シ
タ
ル
事
項
ハ
些
事
タ
リ
ト
モ
必
ズ
之
レ
ニ
違
背
ス

　
　
　
　
ベ
カ
ラ
ズ

　
（
十
一
）
　
冠
婚
葬
祭
ノ
儀
式
或
ハ
通
常
招
待
等
ノ
事
勤
メ
テ
華
美
ノ
風
ヲ
避
ケ
其
分

　
　
　
　
　
二
随
テ
之
ヲ
質
素
ニ
ス
ベ
シ

　
（
十
二
）
　
一
族
会
二
於
テ
会
員
中
財
産
取
調
ノ
必
要
ヲ
認
メ
臨
検
セ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ

　
　
　
　
　
丁
寧
二
案
内
シ
且
調
査
上
明
瞭
二
之
レ
カ
答
弁
ハ
勿
論
適
切
便
宜
ヲ
与
フ
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第

六
章

第
廿
五
条

第
廿
六
条

第
廿
七
条

ル
事

罰
則

第
廿
四
条
ノ
責
務
（
自
二
項
至
四
項
）
ヲ
等
閑
ニ
ス
ル
屡
ニ
ナ
ル
ト
キ
ハ

当
治
者
或
ハ
一
族
会
二
於
テ
公
法
二
随
禁
治
産
等
ノ
処
分
ヲ
ナ
シ
代
替
執

行

ノ
事

第
廿
四
条
九
項
ノ
義
二
背
キ
普
通
純
利
ノ
比
較
二
違
へ
資
本
金
一
割
以
上

ノ
欠
損
五
ケ
年
又
ハ
弐
割
以
上
ノ
損
害
参
ケ
年
三
旦
ル
ト
キ
ハ
第
廿
五
条

適
用
ノ
事

第
拾
壱
条
ノ
精
算
二
対
シ
虚
偽
ノ
報
告
ヲ
ナ
シ
本
会
ノ
精
神
ヲ
没
却
セ
ン

ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
全
員
委
員
ト
ナ
リ
取
調
べ
之
上
資
本
金
一
割
以
上
ノ
金
額

ヲ
発
見
ス
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
罰
金
ヲ
命
ズ
ル
事

　
　
資
本
金
壱
割
以

上
弐
割
迄
　
資
本
金
百
分
ノ
十

　
　
　
　
　
弐
割
以
上
四
割
迄
　
　
同
上
百
分
ノ
十
五

　
　
　
　
　
四
割
以
上
　
　
　
　
　
同
上
百
分
ノ
弐
拾

小
山

八
五
郎

小
山

伴
平
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Merchant　D鋤為μ；Their　Ancestor　Worship，　and　Business　Management

MATsuMuRA　Satoshi

　　This　paper　examines　the　real　status　of　ancestor　worship　and　business　management

of　the　Koyamaゐzo勧，　a　powerful　merchant　4δ之o肋in　Komoro　Town，　Nagano　prefec－

ture，　from　the　mid－Meiji　Period　to　the　early　Sh6wa　Period，　as　well　as　their　mutual

relations．

　　The　Koyama　4δzoムwas　composed　ofゴεunits　in　different　Iines　of　busilless，　and　their

business　management　was　developed　in　meetings　of　the　4σzoムon　the　occasion　of　the

memorial　services　for　their　ancestors．　The　union　of　this　4δzoムdid　not　show　a　strong

lord．vassal　relationship　between　the　main　iθ（みoη虎のand　branchゴθ（6拠ゐε），　but　there　was

clear　economic　superiority　on　the　part　of　the力oη是ε，　support　given　toゐμη是θbased　on

this　economic　power，　and　a　clear　right　of　ancestor　worship　invested　in　theんo嬬θ．　And，

there　was　no　common　property　system，　and　eachゴθowned　property　independently．

　　However，　they　accumulated　common　reserves（commonly　owned　assets）for　ancestor

worship，　and　these　were　also　partially　invested　in　the　4∂20虎μ’∫business　operations．

　　Furthermore，　several　Zθunits　in　the　4∂20ムinvested　in　the“Junsuikan”，　a　silk　miU

established　by　the　head　of　theんo嬬θ，　and　its　operation　was　managed　by　more　than　one

member，　centering　around　the乃oηんθ．　However，　the　4δ之o虎μdid　not　form　a　system

whereby　all　of　them　were　engaged　together　in　the　same　silk　manufacturing　business．

This　can　be　seen　from　the　fact　that　each‘εhad　its　own　independent　shop．　Moreover，

the　common　reserves　accumulated　by　the　4δzo肋were　far　from　meeting　the　huge

demand　for　funds　for　the　silk　mill　operations．　This　system　of　46zo肋assets　andゴθ

uni丘cation　can　be　mentioned　as　one　reason　why　the　Junsuikan　did　not　show　rapid

development．

　　The　commercial　management　of　eachゴθwent　through　rather　violent　ups　and　downs．

In　addition，　silk　mill　management　inevitably　was　speculative，　so　this　tendency　became

more　and　lnore　pronounced．　On　this　point，　the　Koyama　4δzoムcan　be　said　to　have

been　a　typical　4δ彩oムconstituting　a　small・to．medium　capital　in　the　Kant6　and　T6san

silk　manufacturing　Regions　in　the　Modern　Age．

　　In　this　4δzoW，　theんoηゐε’s　economic　superiority　was　lost　due　to　the　recession，　panic

and　excessive　aid　to　6拠虎εafter　the　later　period　of　the　Taish6　Era．　Events　for　ancestor

worship，　which　were　the　axis　of　the　iθunity，　were　on　longer　performed　strictly　due　to

the　head　of　theんoη虎εmaking　inroads　to　the　world　of　politics．　When　this　happened，

their花unity　became　much　looser，　and　changed　into　an　kin．1ike　relationship．
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